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   議事日程第２号      第１回定例会 

   令和８年３月４日（水）  午前９時３０分開議 

 

   再  開 

日程第 １ 一般質問 

   散  会 

 

 

   本日の会議に付した事件 

 

   議事日程第２号に同じ 

 

 

 

   再    開     午前９時３０分 

 

○柏倉信一議長 おはようございます。 

  ただいまから本会議を再開いたします。 

  本日の欠席通告議員はありません。 

  出席議員は定足数に達しておりますので、こ

れより本日の会議を開きます。 

  本日の会議は、議事日程第２号によって進め

てまいります。 

 

一 般 質 問 

 

○柏倉信一議長 日程第１、これより一般質問を

行います。 

  通告順に質問を許します。質問時間は、１議

員につき答弁時間を含め60分以内となっており

ますので、要領よくかつ有効に進行されますよ

うお願いいたします。 

  この際、執行部におきましても、質問者の意

をよく捉えられ、簡潔にして適切に答弁される

よう要望いたします。 

 

 一般質問通告書   

 令和８年３月４日（水）                         （第１回定例会） 

番号 質 問 事 項 要          旨 質  問  者 答 弁 者 

１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

災害（地震・火

災）について 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）近年発生した地震と火災を踏ま

え、市長の所見を伺いたい。 

（２）自主防災組織への加入及び活動の

状況について。また、自主防災組織

の活動拠点となる一時避難所への防

災備品等の設置に対する補助につい

て 

（３）本市における住宅用火災警報器の

普及率及び購入に対する補助につい

て 

１２番 

太 田 芳 彦 

市 長 
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番号 質 問 事 項 要          旨 質  問  者 答 弁 者 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）防災マップの活用方法について 

（５）防災井戸の今後の配備に関する考

えについて 

（６）避難所への各種備品の備蓄状況及

び指定避難所の空調設備の整備状況

について。また、災害時におけるト

イレに関する課題について 

（７）民間企業との災害に関する協定締

結の近年の状況について 

 

 

 

 

 

 

２ 

 

 

 

 

 

 

 

３ 

 

 

４ 

公共施設における

防災設備の増強を 

 

 

 

 

 

 

地域防災の強化を 

 

 

義務教育の完全無

償化に向けて 

（１）新中学校を指定避難所や防災拠点

として位置づけることについて 

（２）避難時におけるＴＫＢ（トイレ・

食事・睡眠）への対応や公共施設の

備えの強化などをどう考えている

か。 

（３）災害時に学校給食施設を利用して

温かい食事を提供することについて 

 地域防災の強化に向け、防災士の協力

を得て、新防災マップの周知徹底やマイ

タイムラインの活用を。 

（１）すべての子どもに修学旅行への補

助を。 

（２）小学校入学時に必要な算数セット

などの教材を入学のお祝いに。 

７番 

太 田 陽 子 

市 長 

 

 

 

 

 

 

 

市 長 

 

 

教 育 長 

５ 

 

 

 

山形県立河北病院

及び寒河江市立病

院の統合再編・新

病院整備について 

（１）建設費及び運営に関する財政リス

クについて 

（２）国の財政措置と本市負担の見通し

について 

（３）本市の中長期財政への影響につい

て 

１６番 

後 藤 健一郎 

市 長 

 

 

６ 

 

 

 

 

学校の校内環境に

ついて 

（１）学級経営上、困難を抱えている状

況への対応について 

  ア 現状とその原因について 

  イ 家庭への協力要請について 

  ウ 学力低下と人員補充について 

  エ 教員の配置と負担軽減について 

５番 

月 光 裕 晶 

教 育 長 
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番号 質 問 事 項 要          旨 質  問  者 答 弁 者 

  オ 今後の対策について 

（２）子どもへの盗撮防止対策について 

  ア 施設面の防止対策について 

  イ 教職員や生徒への指導について 

  ウ 通報体制について 

  エ 今後の防止対策について 

 ※表内の文字表記は実際の通告書に基づき掲載しております。 

 

 

太田芳彦議員の質問 

 

○柏倉信一議長 通告番号１番について、12番太

田芳彦議員。 

○太田芳彦議員 おはようございます。 

  無会派の太田芳彦です。今回もトップバッタ

ーを務めさせていただきますので、よろしく

お願いいたします。 

  今回は、全国的に頻発している災害、特に地

震・火災について検証と今後の対応について

質問させていただきます。 

  初めに、令和６年１月１日に発生した地震に

ついて振り返ります。 

  石川県能登地方を震源として発生したマグニ

チュード7.6の地震が発生し、石川県の志賀町

及び輪島市で震度７を観測したほか、能登地

方の広い範囲で震度６以上の揺れを観測しま

した。 

  この地震のみならず、１月１日、最大震度５

強の地震以降、震度７を１回、震度６弱を２

回、震度５強を８回、震度５弱を７回観測し、

震度１以上の地震は合計1,651回を数える等、

地震活動は長期間にわたり継続したとの報告

がなされたようです。多くの方が亡くなられ

ており、痛ましい災害でした。 

  そして、もう１件は、火災についてでありま

す。これも皆様の記憶に新しい案件ではない

でしょうか。 

  2025年11月18日から大分県佐賀関で大規模火

災が発生し、住宅等約194棟が被災、無人島を

含め約６万3,800平米が消失しました。 

  今回の焼失棟数の被害規模は、2016年に新潟

県糸魚川市で発生した大規模火災を上回り、

この数十年では最大規模の市街地火災になり

ました。 

  この火災の特徴は、大分県では降水量が少な

い状況が続いており、大気が乾燥した状態で

した。大分地方気象台の観測では、火災が発

生したときの風速は5.8メートルで、佐賀関付

近は豊予海峡に面しており、強い北西の風が

吹き、延焼が拡大したと考えられています。 

  また、拡大要因としては、佐賀関は、漁港町

として発展してきたため、限られた土地に木

造建築物が密集して立ち並んでいる。そのた

め建物間の距離が十分確保されていないこと

と、道幅が狭いこと、そして佐賀関の空き家

が561件で、市内全体の16％を占めておりまし

た。そのために、火災に気づくのが遅れたこ

とが主な要因と思われます。 

  そこで、最初の質問です。近年に起きた地震

と火災の事例を紹介しましたが、最初に市長

の御所見を伺いたいと思います。 

○柏倉信一議長 齋藤市長。 

○齋藤真朗市長 おはようございます。 

  近年発生した地震と火災を踏まえた、これに

対する所見ということで御質問いただきまし

た。 
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  令和６年１月に発生した能登半島地震では、

建物の損壊などにより多くの方々がお亡くな

りになり、ライフライン等にも甚大な被害を

もたらしました。 

  また、多くの建物が延焼した大分県佐賀関の

火災では、木造建築物が密集していたことや

強風だったことなど様々な悪条件が重なり、

ここ数十年で最大規模の市街地火災となりま

した。 

  この２つの大きな災害について、被害を大き

くした原因として考えられることは、主に次

の５つがあろうかというふうに思っておりま

す。 

  １つ目は建物やインフラの老朽化、２つ目は

地理的な制約からアクセスが困難なこと、３

つ目は人口減少による空き家の増加、４つ目

は高齢化社会が進行中であること、５つ目、

地球温暖化がもたらす異常気象による災害・

火災の激甚化であると考えております。 

  なお、能登半島の被災地では、その後、水害

もございました。 

  このように被害を大きくした原因に対しては、

防災部門だけにとどまらず、道路や上下水道

等のインフラ強化対策、空き家対策、高齢者

等の要配慮者に関する情報収集や個別避難計

画の策定、乾燥時期を中心とした防火広報な

ど、市役所として全庁的に取り組んでいく必

要があると考えております。 

  災害はいつ発生するか分かりません。いざと

いうときに備え、人命最優先で防災・減災を

図るため、ハード・ソフト両面から対策を講

じていくことが私どもが果たすべき役割では

ないかと改めて認識しているところでありま

す。 

○柏倉信一議長 太田議員。 

○太田芳彦議員 答弁をいただきました。 

  石川県能登半島では、令和６年９月にも、日

本海の低気圧や前線に向かって南から暖かく

湿った空気が流れ込んだため、大気の状態が

非常に不安定になり、線状降水帯による猛烈

な雨が降り、観測史上最大の降水量を記録し

たとのことで、家屋の倒壊、洪水等により、

16名の方が亡くなりました。 

  ２年の間に大きな災害が二度起きており、他

人事ではないな、いつ何どき我が身に降りか

かってくるのかを思い、ただいま市長の見解

を求めたところであります。 

  本市でも、災害発生時に落ち着いて行動でき

るよう寒河江市防災マップを作成し、各災害

の危険区域、避難のための判断基準、災害発

生時の行動マニュアル、日常的に注意すべき

チェックリストなど、家庭で避難場所や避難

経路、緊急連絡先を確認しておくことが大切

としています。 

  また、本市では、阪神・淡路大震災が発生し

た際に、消防や警察、自衛隊などによる災害

対策が遅れがちとなり、救助・救護機能に限

界があることが明らかになったことから、本

市でも多くの自治会で自主防災組織を設立し

たとありますが、現在、自治会で自主防災組

織に加入しているのは何団体で、訓練は実施

されているのか。 

  また、自主防災組織の活動拠点となる公民館

や集会所等、一時避難所への備蓄や防災備品

等の設置に対する補助などはあるのか伺いた

いと思います。 

○柏倉信一議長 齋藤市長。 

○齋藤真朗市長 令和７年12月末現在、本市の自

主防災組織につきましては、205町会のうち

188町会が86の組織を構成しておりまして、組

織率は93.7％となっております。 

  令和６年度に行った活動状況の調査では、70

の自主防災組織が安否確認や避難誘導、救出

などの防災訓練、防災に関する知識の普及啓

発のための研修会、地域内の災害リスクの高

い場所を巡回及び点検するなどの活動を行っ
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ている状況です。 

  また、備蓄品等への補助につきましては、本

市におきましては、自主防災組織が行う保存

水やパン、アルファ化米などの非常食等の整

備及び避難用・救助用等の防災資機材の整備

に対して補助金を交付しております。 

  令和６年度の実績は18件、令和７年度につい

ては、令和８年２月末現在で14件となってい

る状況です。 

○柏倉信一議長 太田議員。 

○太田芳彦議員 ただいま答弁いただきまして、

自主防災組織に加入しているのは88団体、

93.7％の組織が加入しているということでご

ざいました。 

  設置備品や防災備品についての補助は、いろ

いろな今紹介ありましたけれども、補助を出

しているということのお話でございました。

ありがとうございます。 

  自主防災組織は、自分たちの地域は自分たち

で守るという自覚、連帯感に基づき、自主的

に結成する組織で、災害による被害を予防し、

軽減するための活動を行う組織とうたってい

ます。 

  私の地域でも自主防災組織を立ち上げた際に

できたようでありまして、非常用に使う鍋や

釜を買って有事の際に使うとのことでありま

したが、それを使っての訓練をしたことが一

度もないような気がします。 

  組織をつくるのは簡単です。有事の際に本当

に活動できるかが肝腎でありまして、訓練は

非常に大事と思いますので、訓練の実施を強

く要望させていただきます。 

  次に、住宅火災による死者数が増加傾向にあ

り、その半数以上を65歳以上が占めています。

このような災害を最小限にする、早期発見に

役に立つ火災警報器の普及率について、また

これらを購入する場合、補助金等はあるのか

について伺いたいと思います。 

○柏倉信一議長 齋藤市長。 

○齋藤真朗市長 住宅用火災警報器は、火災発生

時の煙を自動的に感知し、警報や音声により

知らせる機器でありますが、寝室がある階の

階段、避難経路になりますので、そこへの設

置が必要とされ、新築住宅については、平成

18年６月から義務化となり、既存住宅につい

ても、平成23年６月までの設置が義務化され

ているというところであります。 

  西村山広域行政事務組合消防本部によります

と、国の調査に伴い、本市内で無作為に抽出

した世帯、43世帯ということでありますけれ

ども、こちらに訪問し聞き取りした調査結果

によりますと、住宅用火災警報器の設置率は、

令和５年は88.4％、令和６年は74.4％、令和

７年は58.1％になっております。 

  無作為の訪問調査となっているために、つま

り毎年調査対象が変わるということから、調

査年で設置率にばらつきがあるようでありま

すが、平均するとおおむね70％程度でありま

すので、まだ普及率は低いのかなというふう

に感じております。 

  なお、この住宅用火災警報器に対しての購入

補助につきましては、本市や西村山広域行政

事務組合消防本部では実施している状況では

ありません。 

○柏倉信一議長 太田議員。 

○太田芳彦議員 43世帯無作為に調査したところ

が、設置率、３年で約70％ということで、そ

んなに高くないパーセンテージだという紹介

がありました。 

  また、補助金は本市ではやっていないという

ことのようでございました。 

  次に、本市では、安全で安心に暮らせるまち

づくりに向け、本市で予想される様々な災害

に対する知識と備えを分かりやすくまとめた

防災マップを作成し、各戸に配っております

が、このたび市の防災マップの更新の予定が
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あるということで、２月18日の議員懇談会で

説明がありましたが、これまで同様に各戸に

配布されると思いますが、どのように活用す

ればよいのか伺いたいと思います。 

○柏倉信一議長 齋藤市長。 

○齋藤真朗市長 現在、御家庭等で使用いただい

ている本市の防災マップは、令和４年４月に

全世帯に配布したものであります。 

  今年度、この防災マップの更新を行っており、

４月中に全世帯に配布する予定です。その後、

おおむね小学校区単位の各地区にて町内会の

代表者など住民の方々を対象にした説明会を

開催する予定です。 

  この防災マップに掲載するハザードマップは、

自然災害による被害を最小限に抑え、安全な

避難行動を促すための地図であります。自宅

や職場周辺にどのようなリスクが存在してい

るのか、浸水や土砂災害などのリスクをあら

かじめ認識し、避難場所、避難経路、指定避

難所などを事前に確認し、災害時の行動計画

を立てることで、大切な命を守るため活用す

るものであります。 

  防災マップに関しては、各地区の自主防災組

織や町内会での防災に関する研修会等におい

て、代表の方等が説明会で聞いた防災マップ

の活用方法などを参加者みんなで話し合って

避難経路や避難場所を事前に共有しておくな

ど十分に活用していただければと思っており

ます。 

○柏倉信一議長 太田議員。 

○太田芳彦議員 ただいま答弁ありましたけれど

も、マップができた、だからこれ各戸に渡し

て、それを見てくださいでは、やっぱりなか

なか活用するには至らないのかなと思ってい

るところでありまして、小学校区ごとに市民

への説明会をしたいということでありますの

で、やはりこういうことを繰り返し繰り返し

やっていかないと、有事の際には何ともなら

ないのかなと、そんな気がしているところで

あります。 

  市の説明では、各災害の危険区域を示してお

り、避難のための判断基準や災害が発生した

場合の行動マニュアル、日常的に注意するチ

ェックリストが掲載されており、日頃から正

しい防災知識を身につけ、災害時に落ち着い

て行動できるよう、避難場所、避難経路、緊

急連絡先などを確認してくださいと、多岐に

わたってホームページに書いてありましたが、

このマップを受け取った市民、私も含めてで

すが、本当にこれを読んで理解をしているの

でしょうか、甚だ疑問です。 

  マップを作成し、各戸に配っているからよい

というものではなく、市民が関心を持って理

解してもらえるよう行政も我々議員も努力す

べきと思いますので、これからの課題として

検討されるよう強く要望いたします。 

  大きな災害が起きますと、ライフラインに支

障を来しますが、その一つに水の問題があり

ます。生活する上で非常に大切なものと思い

ますが、昨年度、西根公園に防災井戸を１基

寄附していただきましたが、市内何か所かに

配備できないのか伺いたいと思います。 

○柏倉信一議長 齋藤市長。 

○齋藤真朗市長 太田芳彦議員からございました

防災井戸につきましては、令和６年８月に井

戸掘削などを行う市内の事業者様が、能登半

島地震により被災地が長期間にわたって断水

になった状況を憂慮され、本市に貢献したい

と、本市の指定緊急避難場所に指定されてい

る西根公園に地下水を活用した電源不要の手

押しポンプ１基を整備、寄贈していただいた

ものであります。 

  大規模災害時であっても、飲料水の備蓄や給

水車による応急給水、支援物資等によって飲

料水の確保を図りたいと考えておりますが、

その一方で、能登半島地震のように、特に断



 - 48 - 

水が長期にわたる場合などは、避難生活にお

いて必要不可欠な洗濯やトイレ等に使用する

生活用水の確保が困難となることが予想され

ます。 

  こうした事態に備えた特に汎用性の高い井戸

を利用した代替水源の確保は大変重要である

と考えておりますが、水質や地理的な条件等

もあると考えておりますので、伏流水など地

理的な条件も含めて課題等を整理しながら地

域に応じた生活用水確保方法について検討し

てまいりたいと考えております。 

○柏倉信一議長 太田議員。 

○太田芳彦議員 答弁をいただきました。ありが

とうございます。 

  これは通告後に気づいたんですけれども、井

戸水はそのままでは飲料水には適さないと思

います。ですが、食器の洗い水や風呂・トイ

レ等には十分と考えれば、自宅の井戸でも使

えるのではないか。電気さえ来ていれば問題

ないと思います。私のうちでも井戸を掘りま

して、今消雪道路にしていまして、うちの近

所十何軒かありますけれども、五、六軒のう

ちでやっぱり井戸を持っているということが

ありますので、この辺もこれから考慮してい

ただいて今後に生かしていければいいのかな

と思いますので、よろしくお願いしたいと思

います。 

  次に、今年１月14日から16日までの３日間、

熊本県の山都町、益城町、熊本市の１市２町

を視察してまいりました。 

  山都町では有機農業についてで、益城町と熊

本市は防災に関しての視察でしたので、益城

町と熊本市について学んできたことを報告い

たします。 

  初めに、益城町ですが、熊本県のほぼ中央か

らやや北寄り、熊本市に隣接し、交通利便性

に優れた町で、空港やインターチェンジ２か

所があり、空と陸の玄関を有しています。 

  人口が震災までは人口増加傾向で、人口は３

万4,499人。2016年３月時点ですが、これが

2017年３月には約1,500人が減少したそうです。 

  地震による被害状況は、二度の震度７を28時

間以内で経験しました。その後の余震で、震

度７が２回、震度６強が２回、震度６弱が３

回、震度５強を５回、震度５弱13回、震度４

以上145回、震度１以上が4,484回と、震災か

ら約半月での余震回数だったようです。 

  震災直後の様子は、１つに、無残に崩れる家

屋、道路、施設など、現実とは信じ難い光景

だった。２つに、損傷により機能不全に陥る

中、人や物資が押し寄せて混乱した。３点目

が、ほぼ全ての住民が避難者に、避難所は混

乱状態になりました。 

  度重なる余震の恐怖などから、車中泊する避

難者も多数いたり、避難者が殺到しスペース

がいっぱいの避難所。震災直後の課題として

は、ほぼ全ての住民が避難者の避難所となっ

たため、避難者は大混乱。大規模災害時にお

ける多くの課題が浮き彫りになりました。 

  復興の取組については、庁舎が被災したため、

2017年５月より仮設庁舎に移転、旧庁舎敷地

内において新築、新庁舎完成、2023年５月よ

り業務を開始した。 

  感想としては、二度の大地震に遭遇したが、

人的被害が少なかったことが不幸中の幸いで

あった。これは夜間の地震で火を使っていな

かったことが幸いしたとの感想でございまし

た。 

  そこでお聞きしますが、熊本では避難所の環

境問題を取り上げておりましたが、被災した

際に避難所で使用する段ボールベッドや毛布

等、本市の備蓄状況と指定避難所の空調設備

の整備状況を伺いたい。 

  また、実際に被害のあった自治体では、トイ

レの問題が大きかったと言われています。本

市では、災害時にどんな対応を考えているの
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かお聞きします。 

○柏倉信一議長 齋藤市長。 

○齋藤真朗市長 まず、備蓄品につきましては、

食料、飲料水、毛布、乳児用物資、紙おむつ、

生理用品、簡易トイレ、衛生用品など、国が

示す基本８品目を中心に計画的に確保してい

るところです。 

  段ボールベッドについては、現在約170セッ

ト、マットについては約2,300枚、毛布につい

ては約2,600枚、アルミブランケットについて

は約2,800枚を備蓄しておりますが、来年度は

毛布を1,000枚購入し、計画的に配備していく

予定であります。 

  また、災害時における指定避難所の暑熱寒冷

対策は、避難者の健康維持や災害関連死の防

止の観点から重要な課題であると認識してお

ります。 

  本市の指定避難所の多くは、各小中学校や各

地区公民館の体育館等であり、常設の冷暖房

を備えていないことから、大型扇風機や気化

熱冷風機、ジェットヒーターの使用などを想

定しております。 

  今年度は、市民体育館に非加熱式冷風機を３

台配備し、また市立図書館を指定避難所に指

定し、空調設備等の改修工事を行い、暑熱寒

冷対策の強化を図っているところであります。 

  さらに、今年度、レンタル事業者と災害協定

を締結したことから迅速な冷房・暖房機の配

備が可能になりましたので、有効に活用して

いきたいと考えております。 

  また、トイレにつきましては、断水などによ

り、既存のトイレが使用できなくなることが

想定されます。清潔なトイレが十分にない状

況となりますと、衛生状態の悪化や感染症の

発生、さらには避難者の方が水分摂取を控え

ることにより体調悪化につながるなど、健康

面に重大な影響を及ぼすことが課題であると

認識しております。このため、本市では携帯

用トイレを１万7,000回分備蓄しております。 

  また、これらを適切に使用していただけるよ

う、使い方を分かりやすく示したマニュアル

やポスターも用意しております。 

  また、自動ラップ式トイレを配備することに

より、衛生面の向上や要配慮者への対応強化

も図っているところであります。 

  同様に、仮設トイレについても、民間事業者

２社とのレンタル協定の締結により、迅速に

配備できるよう体制を整えているところです。 

○柏倉信一議長 太田議員。 

○太田芳彦議員 ありがとうございます。 

  段ボールベッドが170セット、毛布が2,600枚

で、1,000枚ほどプラスする予定だということ

でしたけれども、ちょっと段ボールの数が若

干少ないのかなと考えられますので、この辺

は、これから、どんどん増やせとまでは言い

ませんけれども、もう少しやっぱり数が必要

なのではないかなと感じたところであります。 

  そして、トイレの問題で、熊本で御教授いた

だいたのは、マンホールトイレが非常に役に

立ったと、こういう話を聞いてまいりました。

本市ではまだマンホールトイレということは

考えていないようでありますけれども、やは

りそういう経験のある市の報告をよく見聞き

して、そういうものも考えていっていただき

たいなと思っているところであります。 

  災害時には、行政、議会、市民の力は無論で

ありますが、民間企業の力もお借りしなけれ

ばならないと思いますが、民間企業等との災

害に関する協定締結について最近の状況をお

聞きしたいと思います。 

○柏倉信一議長 齋藤市長。 

○齋藤真朗市長 本市における災害に関する協定

につきましては、令和８年２月末現在、民間

企業や各種団体等との協定締結数は70件、ま

た自治体間での協定締結数は６件となってお

ります。 
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  このうち、今年度の協定締結件数は４件であ

りますが、その主な内容は、災害時における

移動式木造住宅の建設に関するもの、物資の

緊急輸送等に関するもの、レンタル資機材の

提供に関するもの、水害による住家損害調査

結果の提供及び利用に関するものとなってお

ります。 

  本市としましては、今後も災害対応の各フェ

ーズに応じた実効性のある協定となるよう、

民間企業との連携強化に取り組んでまいりま

す。 

○柏倉信一議長 太田議員。 

○太田芳彦議員 答弁いただきました。 

  そうですね、個々の力も必要でしょうけれど

も、やっぱり企業さんの力も借りないと、な

かなか復旧とかするのに大変だと思いますの

で、この辺は随時締結会社を増やしていって

いただいて安心・安全なまちづくりにお願い

したいと思います。 

  ここからは質問ではありませんが、せっかく

でありますので、熊本市も視察してまいりま

したので、報告させていただきます。 

  初めに、熊本地震の概要ですが、人的被害は、

死者90人、直接死が６人で、関連死が84人、

重傷者が772人で、避難所は267か所、避難者

数は11万750人。また、住宅被害は全壊5,764

件、大規模半壊が8,972件、半壊が３万8,964

件、一部損壊８万2,955件の計13万6,685件で

ありました。 

  そして、市民のシンボルでもある熊本城の無

残な姿。花見のシーズンで、日中に地震が起

きていたら多くの人的被害が予想されたとお

っしゃっておりました。 

  道路被害は想像を絶する被害状況で、道路の

陥没で２メートルの段差ができたとの説明。

また、ショッピングモールは、天井が落下。

ピーク時は6,000人超えの利用客がある店であ

ったが、夜の災害であったため、大災害を免

れたと。 

  浮き彫りになった災害対応の課題としては、

避難所の問題でした。 

  １つには、避難者支援の限界を感じたり、避

難所開設の遅延。２つには職員の避難所開設

マニュアルに未精通者が多かった。 

  熊本市役所の実情としては、１つには職員の

安否も不明、参集状況も把握できない。２つ

には、ほぼ全職員初めて経験する事態に動揺

した。３つ目が次から次へと殺到する電話対

応に忙殺される職員。４つには役に立たなか

った既存の対応マニュアル。５つには庁舎・

区役所のフロアにも多くの避難者が押し寄せ

る。６点目、何からどうしていくのか、体制

づくりに１日、２日間、混乱が続きました。

痛感したことですが、突如災害に襲われた直

後の市役所は、通常の行政機能を保てない状

況でした。 

  次に、避難所に関しての課題ですが、１、市

職員が避難所開設マニュアルに未精通であっ

た。２、備蓄物資が全く足りなかった。３番、

避難所へ支援物資が届かなかった。４番、余

震の恐怖に多くの避難者が車中泊やテント泊

を余儀なくされたため、どこにどのくらい避

難者がいるのか把握できなかった。５つ目、

体育館等が被災し、避難所が開設できなかっ

た。 

  次に、備蓄・支援物資については、物資の配

送では、ピーク時は100台が連なり、荷下ろし

に最大８時間の待ち時間があった。 

  議会の対応としては、発災直後、議員も、１、

避難者支援に地域を奔走した。２、市対策本

部に対し、随時指摘や要望を行った。３つ目、

個人ではなく、議会としての対応の重要性が

考えられた。 

  以上のような課題・対応を基に、予防的避難

時の避難場所における避難場所開設運用や指

針等を体系的にまとめ、地域と行政が協力し、
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指定緊急避難場所の連絡体制や運営等がスム

ーズにいくように、開設から閉鎖までの流れ

について記載しております。 

  小中学校の校舎利用に関しては、熱中症対策、

垂直避難対策、感染症対策、トイレ環境対策

等をマニュアルに盛り込んでおります。 

  また、ペット同伴避難場所の設置については、

九州動物学院、水前寺陸上競技場の２か所に

開設した。福祉避難所の設置に関しては、福

祉避難所数199か所を開設し、指定避難所等に

避難された方の中で、要配慮者とされる方の

状態や受入れ施設状況を踏まえ、保健師等に

よるスクリーニング、トリアージを実施し、

要配慮者に適した環境、施設のマッチングを

行った上で案内することといたしました。 

  まだまだ報告し切れない部分はありましたが、

私たちがよく聞く言葉に、自助・共助・公助

がありますが、被災地の格言としては、公助

は当然でありますが、被災して分かったのは、

自助・共助が一番役に立ったと。地域の助け

合いが人的被害を最小限に抑えることができ

たとの説明でありました。やはり地域は日頃

から顔の見える関係であるべきとおっしゃっ

ておりました。 

  最近の災害は忘れないうちにやってくるよう

でありますので、本市でも災害は起こるもの

と思って対応をお願いしたいと思います。 

  これで私の一般質問を終わります。ありがと

うございました。 

 

太田陽子議員の質問 

 

○柏倉信一議長 通告番号２番から４番について、

７番太田陽子議員。 

○太田陽子議員 おはようございます。日本共産

党の太田陽子です。 

  ３月１日、「春を呼ぶコンサート」が例年ど

おり開催されました。毎年、友達と一緒に聴

きに行きます。この質問のために頭がいっぱ

いで悶々としている中、歌声や演奏に心が洗

われる思いでした。 

  防災のことが頭から離れず、東日本大震災か

らもうすぐ15年、この間視察に行かせていた

だいた熊本地震から10年などと考えているこ

とが多かったこともあるのか、ゲストの声楽

家、新宮愛梨さん、陵南中学校出身だそうで

す。「花は咲く」を歌ってくださって、それが

もう感動してしまい、涙があふれてくるのを

止めることができませんでした。 

  新宮愛梨さんの初々しい所作と相反して声楽

家として堂々と歌う姿にも心を打たれました。

寒河江市少年少女合唱団のＯＢで、文化セン

ターの舞台で発表できるのがうれしいと話さ

れていました。音楽などの文化は、人を感動

させるもの。衣食住だけでなく、私たちが生

きていくのに不可欠なものだと再認識する機

会になりました。本当にすばらしい機会でし

た。 

  寒河江中部小学校のマーチングバンドの堂々

とした演技や合唱団の歌声、老若男女寒河江

市民の皆さんが培ってきた今までの大切な文

化を見る思いがしました。これからも引き継

がれていくことを期待しています。 

  生涯学習課や企画戦略課の職員も、また玄関

にいてくれたチェリンも、本当にお疲れさま

でした。 

  四季がはっきりしている日本、すばらしいな

どと海外での評価が高く、ちょっと忘れたん

ですが、山形県もナンバーワンだという評価

を受けているところがあるということもお伺

いしています。海外からの観光客が訪れてい

ます。 

  インバウンドの政策は安倍晋三首相のときに

始めました。今、オーバーツーリズムの問題

などいろいろ噴出していますが、外国人のマ

ナーがなど問題にしていますが、海外に向け
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てたくさん来てくださいと言ったのは誰でし

ょうか。それに応えて来てくれているのは誰。

よく考えれば、今さら何をおっしゃるのかで

す。 

  先月、熊本に視察に行きましたが、駅、バス

停などでは外国からのお客様が多く、英語や

中国語、ハングルなどが多く聞かれました。 

  また、海外からの労働者の姿もこの寒河江市

でも日常的になっています。スーパーなどお

会いすることが日常茶飯事になっています。

日本の労働力不足の力になってくれています。 

  日本で働いていただいている外国の方も税金

を納め、社会保険に加入し、消費者として生

活していることも、国にとってとても有効に

なっているのではと思います。どの国に生ま

れようが、この地球上では皆兄弟だと私は思

っています。みんな仲よくこの地球を守って

いくことが重要です。 

  そんな中、アメリカのトランプ大統領がイラ

ンを先制攻撃しました。明白な国連憲章違反

であり、何の道理もありません。日本政府は

攻撃の即時中止をイランにも、アメリカ、イ

スラエルにも求めるべきです。また、イラン

のことはイラン人が考えること。ほかの国が

ちょっかいを出すのは余計なことだと思いま

す。 

  トランプ大統領は戦場には行かない。国内か

ら指令を出すだけで威勢のよいことを言って

いますが、自分は一つも手を下しません。ア

メリカ兵が犠牲になるだけです。これを見て

も、戦争に突き進むのを全力で止めることが

今日本にも必要なのではないかと思います。

よい戦争などありません。どんな戦争にも正

義はありません。世界の平和を求めて、でき

る限りの行動をしていきたいと思います。 

  ２月の衆議院選挙のとき、若い人たちがハッ

シュタグママ戦争を止めてくるわといって選

挙に行ったというのが報じられていました。

今こそ、ばばもじじも頑張って戦争を止めな

ければと今決意しています。 

  私は、日本共産党とこの質問に関心を寄せる

市民を代表して質問します。誠意ある答弁を

お願いいたします。 

  通告番号２番、公共施設における防災設備の

増強です。 

  先ほど太田芳彦議員からもありましたが、１

月14、15、16日に熊本県熊本市、益城町、山

都町に震災後の復興や有機農業について視察

させていただきました。 

  数年前の日本農業新聞に掲載されていた学校

給食センターの防災施設の併設を読み、確認

したいと思っていました。学校の建て替えや

その他の公共施設の建て替えなどの時期に来

ている寒河江市に何か役に立つのではないか

と思い、ずっと機会を待っていました。この

たび実現することができました。 

  東日本大震災から15年、熊本地震から４月で

10年の節目の年になります。災害のたびに避

難所の劣悪な環境の中亡くなる方が多く、直

接震災で亡くなるより避難所などで亡くなる

災害関連死と認定される方が多くなっていま

す。熊本地震や能登半島地震なども例外では

ありません。 

  熊本市などは、先ほどもありましたが、直接

死は６人、関連死が84人、人口15万人ぐらい

の市でそういうことでした。いかに避難後の

生活が重要かというのを物語っています。 

  また、避難所以外での避難、車中泊、壊れか

けた家、ビニールハウスなどでの避難生活を

続けたという方もありました。その方には物

資が届かないなどの問題もありました。被災

した方が速やかに人間らしい生活が送れるよ

うな避難所づくり、避難生活の確保、その後

の生活再建は重要な課題であります。 

  最初に、新しく中学校を建てるということで、

多くの市民が避難するであろう避難所になり
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ます。令和２年の大雨洪水警報のときに南部

地区の方が多く陵南中学校に避難しました。

駐車場などいろいろ問題が発覚し、その都度、

市としては対応して改善してくださっている

のを分かっています。 

  そこで、新中学校を指定避難所や防災拠点と

してどのように位置づけしていくのか、市長

に見解をお伺いいたします。 

○柏倉信一議長 齋藤市長。 

○齋藤真朗市長 新中学校を指定避難所や防災拠

点として位置づけることについて御質問いた

だきました。 

  寒河江市の指定避難所につきましては、主に

小中学校や保育所、地区公民館等、市有施設

を中心に指定しておりますが、新中学校に関

しましては、建設予定地の寒河江高等学校グ

ラウンドそのものが既に指定緊急避難場所と

指定されている一方、現在の陵南中学校も指

定避難所、指定緊急避難場所として指定され

ていることから、新しい中学校についても、

学校完成の後に寒河江市の防災拠点である指

定避難所として指定をしていきたいと考えて

いるところです。 

  一般的に、災害は、水害、土砂災害、地震に

区分されますが、指定避難所が対応できる災

害については、その立地場所により対応でき

る災害がおのずと異なってまいります。 

  新中学校予定地は、寒河江地区の一部や南部

地区の一部から多くの避難者を受け入れるべ

き位置になります。その敷地が水害、土砂災

害のハザードエリアに属していないことから、

新中学校を指定避難所として指定した場合、

災害時に果たす役割は大変大きいものになる

と見込んでいるところであります。 

○柏倉信一議長 太田議員。 

○太田陽子議員 避難所になるであろう新中学校

なんですけれども、今年度から実施設計を始

めるということで、多くの市民が避難するこ

とが予測されるわけですから、学校を利用す

る中学生の夢を育む環境づくりと併せて、市

民が安心して避難できる環境づくりも同様に

考えていくことが重要であると思います。 

  想定外の水害や直下型地震など、消防本部に

今も掲げてある備えあれば憂いなしの実践が

大切です。公助の段階でどこまで安心を担保

できるかが新中学校に問われていると思いま

す。ぜひ、防災施設の設備などとも併せて考

えていただきたいと思います。 

  次に、避難時におけるＴＫＢ、トイレや食事、

温かい食事、ベッド、睡眠への対応や公共施

設の備えの強化についてどう考えているのか

お伺いしたいと思います。 

  イタリアや台湾など地震など災害の多い国で

は、すぐに避難所のテントが設置され、トイ

レとシャワーのあるコンテナが用意されまし

た。台湾地震でも数時間後には避難所の個室

テントが立ち、温かい食事が用意されました。

避難所などの関連死が多い日本との違いを、

あのときちょうど能登半島地震の直後だった

ので、本当に目の当たりにする機会になりま

した。避難所に指定されている公共施設など

のＴＫＢの対応や今後の備えの強化について

どのように考えているかお伺いします。 

○柏倉信一議長 齋藤市長。 

○齋藤真朗市長 避難時におけるＴＫＢ（トイレ

・食事・睡眠）への対応や公共施設の備えの

強化などをどう考えているのかというような

御質問をいただきました。 

  近年の災害においては、避難所生活の長期化

に伴って、単に命を守るだけでなく、生活環

境の質の確保が重要であるとの認識が全国的

に共有されておりまして、とりわけトイレ環

境の確保、温かい食事の提供、硬い床の上で

の生活を避けエコノミークラス症候群を回避

するためのベッドの整備は、健康維持や災害

関連死防止の観点から重要な課題であると認



 - 54 - 

識しております。 

  食事に関しましては、市が備蓄する炊き出し

用調理設備の活用やスーパーマーケットなど

食品の小売や食品製造を行う事業者との物資

供給協定等により供給体制を確保し、また睡

眠の環境については、国の交付金を活用して

簡易ベッドやパーティション等の備蓄を図り、

避難所における生活環境の質的な改善を進め

ております。 

  また、指定避難所の多くは学校施設を指定し

ておりますが、災害の規模や被害状況により、

地区公民館や市民体育館等の市有施設も活用

することとしております。 

  ただいま申し上げましたトイレ・食事・睡眠

に必要な資機材の配備や運営体制の構築につ

きましては、これら指定避難所となっている

公共施設において進めているところでありま

す。 

  今後につきましては、避難所の量的な確保に

加え、ＴＫＢの観点から質の向上を図るとと

もに、電源の確保や空調対策など総合的な視

点からも課題整理を行って避難所における生

活環境の改善に取り組んでまいります。 

○柏倉信一議長 太田議員。 

○太田陽子議員 先ほど太田議員の質問に、段ボ

ールベッド170、毛布とか2,600枚プラス1,000

枚を増強するというお答えがあって、あと図

書館も指定避難所にしたということをお伺い

して、避難所数としては大丈夫なのかなとい

う感じはしていますが、熊本市で、平成24年

に熊本市地域防災計画、その中で、震災によ

る被害を想定した数なんですけれども、その

想定した数があったんですけれども、平成28

年熊本地震では、避難者数が11万750人。想定

では５万7,946人、倍以上です。 

  あと、住宅被害、全壊、大規模半壊、半壊、

一部損壊合わせて、地震では13万6,685件で、

想定では半壊と全壊合わせて7,315件しか想定

しなかったということでした。 

  この規模の違い、先ほど太田議員からもあっ

たように、地震が短時間のうちに何回も何回

もあったということで、大変さは分かるんで

すけれども、この規模の違いでも直下型の地

震の怖さを身にしみてきました。 

  熊本城の石垣も崩れているところが多くて、

復旧に１個ずつ載せていくのにあと30年かか

るということでした。太田議員も私も、もう

この世にいないねと話しながら帰ってきまし

た。 

  熊本では、地震は起きないと思っていたんだ

そうです。そのために備えが不十分だった。

役所の構えもなく、備蓄品も２日ほどでなく

なったそうです。そういうこともあり、その

教訓をまとめて全国の市町村に今の熊本の状

況と前の状況をまとめた冊子を送ったという

ことが話されていました。やっぱり大変な思

いをした熊本地震などの教訓も踏まえて、今

後の備えに役立てていくことが大切なんでな

いかなと思います。 

  特に、本市は活断層が走っている中、市民の

命や生活を守るため、避難所の整備、備蓄品

の強化など、本当に公的な公助の役割をどの

ようにしているのか問われているのではない

かと思います。 

  次、災害時に学校給食施設を利用して温かい

食事を提供することについてです。 

  災害時、学校の給食施設を利用して温かい食

事の提供など可能であるか。新中学校に備え

る給食設備なども、そういうことも可能なの

かというのをお伺いします。 

○柏倉信一議長 齋藤市長。 

○齋藤真朗市長 災害時における食事の提供につ

いては、令和５年６月に内閣府防災担当参事

官より発出されている「避難所における適切

な食事の確保のための学校給食施設等の活用

について（依頼）」という通知文書の中で、避
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難所における食事の質の確保に当たっては、

学校給食施設等の活用を含めた災害時の体制

づくりを進めるよう依頼がなされております。 

  食事に関しては、今後、栄養面にも気を配り

備蓄していくことにしておりますが、災害時

のボランティアの方々による炊き出しや自治

体間の応援職員派遣等様々な方による温かい

食事の提供等については、避難者に心身とも

に活力を与えてくれるものであります。 

  有事の際、炊き出し等で応援に来られた外部

の方が学校給食施設を活用できるよう、教育

委員会と連携し体制づくりを進めてまいりま

す。 

○柏倉信一議長 太田議員。 

○太田陽子議員 炊き出し、外部のボランティア

の炊き出しだけに頼るというのは、やっぱり

その避難所避難所によってかなりの格差があ

って、この避難所にはボランティアが入るけ

れども、この避難所にはボランティアが入ら

ないとか、そういう、何というんだろう、格

差が出てくるというのも他の地震地域で聞い

ておりますので、ぜひ可能であれば、そのボ

ランティアの活用とか、あと調理師会などに

依頼したりとか、そういうときのマニュアル

化などを図っていくというのも重要なことで

はないかと思います。 

  こんなに地震の多い国日本で、31年前の阪神

・淡路大震災の避難所の問題がいまだに生か

されていない現状。いつどこで起きるか分か

らない地震、温暖化の中での大水害。災害は

起きるという観点で考えていかなければなら

ないのではないでしょうか。 

  今大事なことは、災害に遭うことは自己責任

ではないということです。スフィア基準とい

うのがあるんですけれども、それに基づく被

災者の権利を保障するという立場に立つこと

が大事だということです。 

  スフィア基準というのは、災害や紛争の被災

者の権利と被災者の支援の最低基準を定めた

ものだそうです。被災者は尊厳ある生活を営

む権利を持っているという考え方で、国際的

にそれに基づいた取組が行われています。 

  具体的には、例えば、居住空間は１人当たり

のスペースは最低3.5平方メートル、トイレの

数は20人に１基、男女比は１対３などの基準

を定めているということです。 

  イタリアなどでは、いち早くスフィア基準を

法制化した国で、国が責任を持って自治体と

協力し、民間団体やボランティアと連携し、

被災者の権利擁護に努めています。ＴＫＢ48、

48時間以内に全ての避難所に設置することが

定められています。 

  こんなに地震などの災害が多い国、先ほど太

田議員がいいことを言いました。必ず来るで

あろう、どこにでも災害が起きる、そんなこ

とをおっしゃっておりましたが、本当に日本

はそういう国ではないでしょうか。国が責任

を持って行うということが、このスフィア基

準などでも重要なことが浮き彫りにされてい

ます。その中でも、やっぱり国に対して自治

体、住民、声を上げていく必要があるのでは

ないかと思います。 

  次、通告番号３番、地域防災の強化をという

ことで、先ほども新防災マップが４月に配布

され、周知徹底などが行われる説明会が開催

されるということが分かりました。会場や時

間帯など、小学校単位といっても、やっぱり

女性の参加は時間帯などでも困難なことが多

いと思います。 

  先ほど市長の答弁にもありましたが、地域防

災訓練のときなど、防災マップや水害時に役

に立つマイタイムラインなどの説明会などを

実施してはどうかという市長からの答弁もあ

りましたが、やっぱりもっと小さな単位での

説明会を実施して、多くの市民に防災に対し

ての学びや、みんなで防災について話合いの
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機会を持つことなどで、避難所運営の参加も

可能になるんではないかと思います。 

  そのために、もっと小さい単位でやるために、

防災士さんの協力をお願いしてはどうかとい

うことをお伺いします。 

○柏倉信一議長 齋藤市長。 

○齋藤真朗市長 防災士の協力を得て、新防災マ

ップの周知徹底でありますとかマイタイムラ

インの活用を図ってはどうかというような御

質問をいただきました。 

  地域防災は、自助・共助・公助が原則という

ことになりますが、防災士の方につきまして

は、このうち公助と共助との連携に努め、減

災と防災力向上のための活動に取り組んでい

ただくことが期待されております。 

  特に、被災時には防災士や自主防災組織の

方々が中心となって避難所の運営などを担っ

ていただくほか、日頃の防災訓練や自主防災

組織の活動への参加などにより、住民の方々

に対する防災意識の向上に向けた取組などに

ついて御協力をいただきたいと考えておりま

す。 

  本市では、令和３年度に、防災士の資格を有

し市や地域の事業などに協力いただける方を

登録する制度を創設しまして、現在22名の方

から登録をいただいております。 

  こうした中で、お住まいの地域に防災士を配

置することを目指し、防災士の資格取得に必

要な費用を支援し、登録いただける防災士の

養成を図っております。 

  防災士の皆さんには、町会長や自主防災組織

代表と共に、このたび防災マップ更新に際し

て市が主催する説明会などに出席していただ

き、地域で防災マップやマイタイムラインの

説明会をぜひ開催していただきたいと考えて

おります。 

  防災士から専門的知見を生かして身近な地域

で説明いただくことは大変有意義であると考

えますので、地域の関係者の御意見も伺いな

がら市民の防災意識向上の取組を進めてまい

りたいと考えております。 

○柏倉信一議長 太田議員。 

○太田陽子議員 防災士の方が22名登録してくだ

さっているというのは心強いと思います。本

当に地域で真剣に地域のことを考える自助は、

共助は、すごい私も重要なことだと思います。 

  私のところでは、町場でないので、どこに誰

が住んでいるか全部把握できているんですけ

れども、でもやっぱり町場で誰が住んでいる

か分からないなどというところでは、すごい

これから重要なことではないかと思います。 

  益城町では、建物の崩壊で命を亡くした方が

ほとんどいなかったそうです。建物の崩壊で

やっぱり圧死というのが命を亡くした方の死

因だったそうですけれども、古くからの地域

では、地域の住民が助け出して死者が出なか

ったという地域もあったということです。自

助・共助・公助の考え方は、ここでもやっぱ

り重要だなということを話されておりました。 

  ただ、ベッドタウンになっているもんですか

ら、新しい地域ではやっぱり大変だというこ

とですが、自主防災組織というのは重要なこ

とだなと私も認識して帰ってまいりました。 

  その中で、本当に共助の取組、発災後すぐに

避難所が地域住民により開設して運営できる

ような組織をつくっておけば、市の職員、今

先ほど太田芳彦議員からもあったように、市

の職員が来るまでに、もう住民が中心にでき

るような運営主体をつくっておけば、すごい、

やっぱり少ない市の職員が大変な思いをして

いるのは私も重々分かるので、市の職員は全

体把握で、このところにこの物資が足りない、

このところに物資が足りないとか、そういう

総合的な視点で避難所を考えられるようなと

ころに配置できれば、中の運営は住民がやる

とか、そういうところまで考えていく必要が
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あるのでないかと思って熊本の視察を終えま

した。 

  本当に大震災はいつ来るか予想がつかない状

況です。南海トラフ、首都直下型地震など、

死者数が発表されるたびに、東京、関東圏に

いる息子と娘が心配になるのが、私のちょっ

と胃が痛くなるところです。 

  本当にそういうことが、どのように死者を出

さないで、心地よい避難所生活ができるか、

先ほども申しましたが、国に対してこういう

ところが足りないというのをやっぱり地方の

自治体が突き上げていくようなところも必要

ではないかと思っています。 

  防災には多様な分野が横断的につながったネ

ットワークが不可欠だと思います。行政も、

防災危機管理課、市民参加、男女共同参画、

福祉、教育など多様な部署の連携が必要です。

学校の先生などの協力もないと、夜中に避難

所を開けるなどということも困難で、佐藤教

育長が前回の水害のときに大変御尽力いただ

いたというのをお伺いしております。 

  そういう中で、地域や市民の連携していくこ

とも大切ですし、地域や市民の側も、子育て、

高齢者、障がい者支援、国際交流など、多様

な市民団体などのつながりが必要になってく

ると思います。防災をキーワードに平常時の

ネットワークづくりをしていくということが

必要で重要なことになってくると思います。

ぜひ、こういう場面でも防災士さんの活躍な

どを期待したいと思います。 

  次、通告番号４番、義務教育の完全無償化に

向けてです。 

  最近、娘の大分昔の本ですが、大学時代の教

科書、憲法ハンドブックを見つけ、少しずつ

読んでいます。憲法25条は有名で、生存権で

す。次の26条に、すべての国民は法律の定め

るところにより、その能力に応じて、ひとし

く教育を受ける権利を有する。すべての国民

は、法律の定めるところにより、その保護す

る子女に普通教育を受けさせる義務を負う。

義務教育は、これを無償とする。 

  しかし、無償となっているのは教科書のみで、

それ以外は有償で保護者の負担になっていま

す。無償に対しては授業料が発生しないなど

という見解もありますが、隠れ教育費と言わ

れるもの全てに対して無償にすべきであると

いうことも言われています。 

  東京都葛飾区や品川区、荒川区、足立区など

では、2025年度から区立小中学校の修学旅行

等の宿泊行事費用の完全無償化を実施してい

ます。埼玉県の所沢市でも、来年度、2026年

度から無償化の方向で考えているということ

です。長引く物価高やインバウンド需要によ

る宿泊費の高騰、やっぱり保護者の家計を圧

迫する中、経済的な理由で宿泊行事への参加

が左右されることのないように区独自での財

源で費用を負担したということです。 

  寒河江市でも、ぜひ、修学旅行の一般的な水

準は小学校では３万程度、中学校では六、七

万ちょい超えるぐらいとされています。３月

にはＪＲの運賃値上げや、インバウンドによ

る宿泊施設の高騰など今後も懸念され、ます

ます修学旅行や宿泊学習などの費用が上がる

のではないでしょうか。 

  そこで、修学旅行時の高騰する宿泊代やバス

代やＪＲの運賃などへの一部補助などを検討

してはどうかと思いますが、見解をお伺いい

たします。 

○柏倉信一議長 佐藤教育長。 

○佐藤志津男教育長 おはようございます。 

  本市では、特に子育て世代への経済的支援と

して、国や県の制度による支援や給付金に加

え、市独自の施策により経済的な負担軽減を

推進してきております。 

  特に、令和３年度から実施いたしました小中

学校給食費完全無償化については、他市町村
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に先駆けた取組となっており、保護者の経済

的負担軽減が図られているところです。 

  議員の御質問の修学旅行への補助についてで

すけれども、令和７年度における小学校での

修学旅行の費用は３万円から３万9,000円、中

学校では６万5,000円から７万円となっており

ます。 

  この経費につきましては、保護者から学校集

金時に分割して出していただき、積み立てる

形を取っております。 

  なお、教育委員会では、生活保護法に基づく

保護は受けていないものの、経済的理由で生

活が困窮している状況にあると教育委員会が

認めた準要保護世帯については、修学旅行費

や学用品等の就学援助を実施しております。 

  修学旅行に関しましては、小学校は２万

2,690円、中学校は６万910円を限度額として

援助を行っており、今年度は小学校６年生、

中学校３年生の約7.5％の児童生徒の保護者に

支援をしております。 

  議員の御指摘にもありますように、長引く物

価上昇などにより、バス代や宿泊料金が高騰

していることは承知しております。 

  修学旅行は、学習指導要領において、特別活

動の中の旅行・集団宿泊的行事として定めら

れておりまして学習の一環として位置づけら

れています。日常と異なる環境での生活を通

して見聞を広めるとともに、集団生活のルー

ルやマナー、社会性を養うことができる貴重

なものと捉えております。 

  新型コロナの流行で、こうした特別活動での

体験的な活動が中止されたり、削減されたり

した時期を経験して、改めてその重要性を認

識しているところです。 

  また、家庭の経済状況による子供の体験格差

も問題となっています。 

  こうした観点からも、学校行事等の充実によ

る体験格差の解消に向けた取組は必要である

というふうに考えます。 

  教育委員会といたしましても、他自治体の状

況や市全体の支援策との整合性を加味した上

で検討していきたいと考えております。 

○柏倉信一議長 太田議員。 

○太田陽子議員 ぜひ検討していただいて、少し

でも補助金が出るようにしていただきたいと

思います。 

  中学校の修学旅行で、グループ行動時などの

昼食をお小遣いから支出しているということ

があるそうです。自分の財布のお金で昼食を

食べるというのは当然のことだと思いますが、

物価高騰する中で、好きなものが食べられな

いとか、小遣いもやっぱりそれぞれ違うと思

うので、みんなと同じものが食べられないと

かという子供がいたら、ちょっとかわいそう

だななんて思っております。 

  中学校の修学旅行で、陵西中学校は千葉県で

寒河江市のＰＲをしてきたということが学校

ニュースに書かれていました。ぜひ、そのＰ

Ｒ代も含めて補助を出していただければと思

います。 

  よく皆さん、千葉県の夢の国にいらっしゃる

と思いますが、数年前に行ったときでさえ、

御飯代の高さに驚かされた覚えがあります。

今行けば、多分物価高騰前に行ったので、そ

の後ではもう下手すると倍ぐらいになってい

るのではないかという心配もあります。何に

使うといったら、そういう昼食代として支給

できるとか、そういうことも考えていただけ

ればいいのでないかなと思います。 

  この原稿を書きながらちょっとテレビをつけ

たら、サラリーマンの昼食代、半数以上が500

円から1,000円だそうです。４人に１人が昼食

を食べない現状があるそうです。弁当派とい

うのもおりまして、夕食の残り、あとおにぎ

りだけとか、本当物価高騰がここまでという

のがちょっと浮き彫りにされていました。キ
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ッチンカーで800円だそうです、昼食。それも、

ちょっとたまにしか食べられないという東京

のサラリーマンの現状だということです。 

  できれば、夢の国に行く修学旅行生にそうい

うところも配慮していただければいいのでは

ないかなと思います。 

  次です。小学校入学時に必要な算数セットな

どの教材を入学のお祝いにということです。 

  先日、私の先輩市議である前市議の遠藤智与

子さんが一般質問で取り上げ続けた子供の医

療費高校生まで、あと給食費の無償化など、

私が存じ上げない市民の方からですけれども、

感謝されることがありました。大変子育てに

助かったと、前市長がやってくれた施策です

けれども、大変感謝されています。 

  その遠藤さんの議員としての最後の質問で、

教材費の無償化をできないかという質問をし

ました。隠れ教育費と言われる算数セットな

どの教材を入学のお祝いにできないかという

ことをお伺いいたします。 

○柏倉信一議長 佐藤教育長。 

○佐藤志津男教育長 教材費等も値上がりして子

育て世帯の家計を圧迫しているという状況で

あると思います。 

  議員のお話にありました算数セットは、主に

低学年の子供たちの算数の授業で使われる教

材です。そのほかにも、各教科で使用する資

料集や学習プリント、ドリル問題集など、

様々な教材が使われています。 

  そうした中で、現在は１人１台のタブレット

端末も授業で使われており、来年度からは新

しくＣｈｒｏｍｅｂｏｏｋが使用される予定

となっております。これを活用することによ

り、復習問題や単元ごとの確認問題、テスト

問題なども、児童生徒一人一人がその子に合

った問題を解くことにより力をつけていくこ

とができると思います。 

  全てタブレットでとはいかないまでも、これ

まで購入していた紙のドリルやテスト問題を

少なくすることにより、教材費の縮減を図る

ことができるのではないかと思います。御家

庭の経済的負担の軽減という点では、こうし

た教材費の内容の見直しも重要であり、学校

にも指導していきたいと考えます。 

  先ほどの御質問でも答弁させていただいたよ

うに、本市では、子育てに関わる様々な支援

を実施しておりますし、今後もより一層力を

入れていかなければならないものと思います。

結婚時、妊娠期、出産期、未就学児期の支援

や、さがえっこスマイル応援事業による高校

入学年齢到達時の支援金など、市全体での支

援の中で、教育委員会としてどのようなこと

ができるのか、またやらなければならないの

かについて検討してまいりたいと考えており

ます。 

○柏倉信一議長 太田議員。 

○太田陽子議員 ぜひ考えて、世界に誇る寒河江

市の教育に、寒河江市の子育てにしていただ

きたいと思います。 

  タブレットに関しても、昨年新規に更新した

ということで、かなりの国からの支出金が来

るとは思いますが、かなりの額で、ぜひ使っ

て活用していくというのも重要かと思います。 

  しかし、タブレットは、国際的にはもう子供

に持たせないという国も出てきているような

傾向もあります。だから、やっぱり書くこと、

読むこと、タブレットでなくて本を読むこと、

書くことなども、ぜひしていただきたいと思

います。高校生が漢字書けないとか、そうい

うことがないように、ぜひ漢字を書いて覚え

るというのを重視していただきたいなと思っ

ています。私たちと同じで、こればかり使っ

ていると字が書けなくなるというのでは、も

う若いうちからでは困るので、ぜひそういう

ところも重視して、小さい子供にはやっぱり

そういうところから教育をしていただきたい
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なと思います。 

  大学など、本当に国立大学でも授業料の値上

げのラッシュです。県外の大学であれば、国

立、国公立であれ、生活費もかかります。や

っぱり子供もバイトして、もう自分の生活費

を稼ぐなんていうのは、学校に行かないでバ

イトしろというようなものですから、仕送り

も必要になっていきます。高校までは大分公

費で負担が少なくなっているので、私立高校

に入るということも多くなっているようです

けれども、まだまだ教育費は、本当に日本は

教育費のかかる国だと思います。ヨーロッパ

のように、ドイツやフランスのように、大学

までの無償化などを求め続けていかなければ

ならないなと思っています。 

  私も、３人の子供を大学、大学院まで入れま

したので、本当に身も心もぼろぼろでした。

頑張りも、やっぱりすごい頑張っていかなく

ちゃと自分で頑張ったんですけれども、いや

どうしようと、本当にどん底を感じることが

多くありました。 

  寒河江市こども計画では、今きれいに読ませ

ていただこうと思って開いたんですけれども、

アンケートがありました。アンケートに、

50％以上の子供や親が大学や大学院まで行か

せたいという希望が書いてありました。やっ

ぱり行きたいという子供が自分の未来を見据

えて勉強したいと思う気持ちを、私も親とし

て入れた手前、すごい限界を感じていたんで

すけれども、こういう限界を感じないで、子

供が自分らしく、こういう勉強をしたいと素

直に、希望も、子供たちが高校生まで自分が

どういう自分になりたいかという希望がある

というアンケートもありました。こんなに希

望を持って寒河江市の子供たちは生活してい

るというので、少し私は安心した、自分はも

うできないからと諦めてしまう子供が多いと

いう中、そういうふうに大学まで行きたい、

行かせたい保護者がいるということをやっぱ

り市としても、行政としても、自治体として

も応援していくということが、こども計画を

見ると感じることができました。 

  やっぱり子供も保護者も希望に満ちて、子育

て世代もみんなが希望を持って生活できる環

境をつくっていくためにも、負担というのは、

ちょっと経験した身として、これがなければ、

もっと子供たちに我慢させずにいろいろなこ

とがさせられたなとちょっと思うところもあ

りまして、そういうところも考えて教育環境

をもっと整えていくことを、皆さんで予算と

か大変な思いして削って削って削ってやって

いるというのは重々分かっていますけれども、

ぜひ子供たちや子育て世代が希望を失わない

で生活できるようにお願いして、この質問を

終わります。 

  ありがとうございました。 

○柏倉信一議長 この際、暫時休憩いたします。 

  再開は11時15分といたします。 

 休 憩 午前１０時５９分  

 再 開 午前１１時１５分  

○柏倉信一議長 休憩前に引き続き会議を開きま

す。 

 

後藤健一郎議員の質問 

 

○柏倉信一議長 通告番号５番について、16番後

藤健一郎議員。 

○後藤健一郎議員 壮風会、後藤健一郎です。よ

ろしくお願いいたします。 

  山形県立河北病院と寒河江市立病院の統合再

編・新病院整備について質問いたします。 

  西村山地域における医師不足、救急医療体制

の維持、そして将来にわたる地域医療の確保

という大きな課題に対応するため、山形県と

寒河江市が共同で新たな中核病院を整備し、

2031年中の開院を目指す方針が示されており
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ます。 

  建設地が現在の陵東中学校敷地に決定したこ

とで、市民の期待が高まる一方、この事業は

長期的な事業であり、不安の声も寄せられて

おります。 

  基本計画案が今年１月に示されたばかりで、

今定例会初日に市長から市政の概況で、今月

下旬に山形県知事と寒河江市長とで基本計画

を決定すると報告があったように、現時点で

確定していない事項が多いことは承知してお

ります。 

  しかし、基本設計、実施設計と具体化が進む

ほど、軌道修正は難しくなります。そのため、

将来の寒河江市民がこんなはずではなかった、

こんなの聞いていなかったとならないよう、

現時点で想定し得るリスクを俎上にのせ議論

することが、今この議場にいる私たちの責務

であると私は考えます。 

  医師や看護師等スタッフの確保や人口減少に

伴う医療需要の低下をはじめ、今後について

心配なことはいろいろあるのですが、まず今

回は、新病院を形づくる部分についての質問

について焦点を当てさせていただきたいと思

いますので、よろしくお願いいたします。 

  まず、建設費及び運営に関する財政リスクに

ついてであります。 

  今年１月に示されました基本計画案では、新

病院の概算事業費は160億円程度とされていま

した。しかし、昨年３月に決定された基本構

想では、概算事業費は110億円から123億円程

度とされており、基本構想から僅か１年足ら

ずでおおよそ40億円、率にして約３割の増額

となりました。 

  新病院建設に限った話ではありませんが、近

年の資材価格の高騰や人手不足は非常に速い

ペースで進んでおり、建設事業において費用

が大きく増加する例が全国で相次いでおりま

す。 

  例えば、私が目にした長野県松本市の、こち

らは市立病院の移転事業でありましたけれど

も、令和４年度に策定された基本計画の総事

業費が87億円でしたが、基本設計段階では124

億円となり、昨年６月には概算建設工事費が

130億7,900万円、総事業費は153億円となるこ

とが議会に示されました。基本計画時から何

と76％の増額です。 

  本市においても、設計や発注の段階でさらに

数十億円単位の増額が起こる可能性は想定外

ではなく、起こり得るリスクとして考える必

要があると思います。現在、建設費の上昇リ

スクについて、どの程度を想定しているのか

伺います。 

○柏倉信一議長 齋藤市長。 

○齋藤真朗市長 建設費の上昇リスクをどの程度

想定しているかという御質問をいただきまし

た。 

  令和８年１月16日に山形県立河北病院及び寒

河江市立病院の統合再編・新病院整備に関す

る協議会運営委員会で示された基本計画案に

おける新病院整備に係る事業費は、概算で160

億円程度を見込んでおり、その大半を占める

建設工事費は約119.7億円となっております。 

  令和７年３月に策定した基本構想時の建設工

事費の試算としては、新病院で想定される病

床数140から155床の中央値である148床、１床

当たりの面積を85平米とし、１平米当たりの

工事単価は65万円から75万円として積算した

上で、建設工事費を約81.8億円から94.4億円

と見込んでおりました。 

  基本計画案を検討する中で、病床数は、将来

における患者数の想定を考慮し、基本構想で

整理した下限値である140床、全室個室化等の

方針を反映させ、１床当たりの面積を85平米

から５平米増の90平米とする条件の変更を行

いました。 

  また、基本計画案では、物価上昇等を踏まえ、



 - 62 - 

必要な見直しを行ったところであります。 

  具体的には、まず同種同規模の病院の直近の

入札事例から平均工事単価を算出しまして、

建築物価指数を用いて時点補正するなどして

１平米当たりおおむね85万円としました。さ

らに、これに、これから令和10年度の建設工

事発注までの物価上昇分を上乗せし、１平米

当たりの建設工事単価を95万円と見込み、基

本計画案における概算の建設工事費として算

定したところであります。 

  今後、令和８年度から令和９年度に基本設計、

令和９年度から令和10年度に実施設計と進む

段階で、建設工事費に係る積算の精度も逐次

向上していくこととなります。その段階ごと

において、最新の情報を収集・分析しながら

設計内容を精査した上で、県と協議しながら

進めていきたいと考えております。 

○柏倉信一議長 後藤議員。 

○後藤健一郎議員 分かりました。今取りあえず

平均単価が85万円、平米当たりと。８から10

年度ぐらいで95万円ぐらいになるのではとい

うことで、現在のほうは見込んでいるという

ことでございまして、その後やはり先ほど言

ったとおり上昇スピードがちょっと今読めて

いない状況でありますし、さらに加えて円安

なんていうのも加味をすると、もしかすると、

さらに上昇するという可能性はあるのではな

いかと私も思っております。 

  そしてまた、今回の統合新病院は、ＺＥＢ 

Ｏｒｉｅｎｔｅｄという厳しい環境基準の達

成を目標に掲げておりますので、省エネ性能

を高めるためには、やはり断熱材であったり

とか空調設備に高度な技術が必要で、建設コ

ストというのをさらに押し上げる要因になる

のではないかなということも私思っておりま

すので、こういったものですとか、あとは今

回目玉でもありますけれども、完全個室にす

るということでありますので、これらもやは

り建設費がアップする要因だとは思いますの

で、こういった点についても、よくよく注視

して進めていただきたいなと思っております。 

  先ほどのお話では、95万円、平米と。さらに

今後も精査していくということでしたが、建

設費が想定以上に上振れした場合というのは

どのような対応を検討しているのでしょうか。 

  例えば、先ほど例に挙げました松本市であり

ますけれども、建設費の増額だけが問題では

ないようですが、昨年６月の議会への報告後、

11月には基本計画の見直しが了承され、現在

は工事というか建設が一時ストップして、当

初の令和10年３月開業予定は先送りされてい

るようでありました。これはもちろん極端な

例だとは思いますけれども、基本計画案に、

設計段階等においてさらに精査とあります。 

  これを超した場合に、精査した結果、想定以

上の大幅な増額となってしまった場合は、県

との協議だけではなく、財源の構成の再検討、

あるいは病床数や施設規模の見直しといった

判断も必要になる可能性があるかと思います

が、想定以上の上振れについて、そういった

ものが生じた場合の判断、市長の考えを伺い

たいと思います。 

○柏倉信一議長 齋藤市長。 

○齋藤真朗市長 ただいまお答えしたとおり、現

時点で想定し得る建設工事費の上振れリスク

を見込んで新病院の整備費、事業費を160億円

程度と見込み基本計画案としているところで

あります。 

  しかしながら、想定を超える上振れがあった

場合どうかというような御質問をいただきま

した。確かに、将来どのようなリスクが生じ

得るかということは分かりませんので、計画

を見直す可能性があることを否定するもので

はありません。 

  先ほどの答弁の中で、各段階において最新の

情報を収集・分析した上で精査していく旨を
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申し上げましたが、来年度から始まる基本設

計の段階が確認のタイミングになると考えて

おります。 

  本市としましても、今後とも、建設資材や労

務単価等の物価動向を注視するとともに、適

切なコスト管理に努めてまいります。 

  新病院整備事業においては、本市だけでなく、

県と共同で取り組む事業でありますので、財

政面に十分留意しつつ、西村山地域の新病院

に必要な医療機能や役割が発揮できるよう県

と協議調整を密にしながら事業を進めてまい

りたいと考えております。 

○柏倉信一議長 後藤議員。 

○後藤健一郎議員 分かりました。 

  県との協議ということもあると思うんですが、

やっぱり今どうしてもこういった建設をした

り、もしくは、ほかの、物価とかもそうなん

ですけれども、日常生活もそうなんですけれ

ども、物価だからしようがないという、何か

その一言を言うと、ずるずる上がってしまう。

そして、それもしようがないものかと受け入

れざるを得ないような状況に今なっていると

思うんですよね。やっぱりそうなってしまう

と、上限がなくなるのでどんどんお金がかか

ると。そうすると、後ほどもお話ししますけ

れども、結局、うちで今から建設するものは

この中学校とか病院だけではなくそのほかの

ものがありますので、上振れすればするほど

余力がなくなる。余力がなくなると、次これ

を建てたいと思っていたのに、今お金ないか

らやっぱりできませんわというような話にな

っては悪いと思いますので、その上振れはや

っぱりどこまでか、そして、それ以上超した

場合はどうするのかというところをしっかり

と、ここまでというようなところで判断をす

べきラインというものがしっかり必要になる

のではないかなと思います。そのラインに来

たときは、もうこれ以上は上昇ではなくて、

じゃ別なところも見直していくという判断も、

そのときになっては必要なのではないかと私

は思いますので、そういった点もぜひ考慮し

ていただければと思います。 

  先ほど市長にもあったとおり、基本計画とか

にもあるとおり、新病院は山形県と寒河江市

が設立する一部事務組合が運営母体となると

しております。また、基本計画案では財政負

担割合が山形県65％、寒河江市35％と示され

ております。 

  そこで伺います。建設の計画であったりとか、

追加の投資などに関する意思決定はどのよう

に行われるのでしょうか。 

  例えば、先述した建設費が想定外の増額とな

り、多分ここが一番私たち興味があるという

か重要な部分だと思うんですけれども、建設

費が想定外の増額になったというときに、山

形県議会と寒河江市議会とで判断が分かれた

場合はどうなるのか。 

  山形県議会では、医療水準確保のためには必

要である、もしくは、広域医療を考えれば妥

当な増額であると判断する一方、寒河江市で

は、市の負担額だけで数十億円増えてしまう

と、先ほど私言いましたが、ほかの公共事業

を圧迫してしまう。当初の説明と大きく異な

るので市民に説明できないと判断する可能性

も私は十分あり得ると思いますし、その逆の

場合もあると思います。 

  このガバナンスの問題というのは、共同運営

には必ず付きまとう話であります。運営方針、

追加投資について、県と市で意見が分かれた

際、どう判断されるのか。 

  そして、市が反対の意思を示したとしても、

県主導で事業が進められ、寒河江市が意図せ

ず不本意な財政負担を迫られるようなリスク

はないのか。 

  一部事務組合による運営は承知をした上で、

その前段の財政負担は山形県と寒河江市にな
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るわけですから、その場合の意思決定につい

てお伺いいたします。 

○柏倉信一議長 齋藤市長。 

○齋藤真朗市長 山形県立河北病院及び寒河江市

立病院の統合再編・新病院整備基本計画案に

おいて、建設工事着工年度となる令和10年度

には山形県及び本市を構成自治体とする一部

事務組合を設立しまして、以降はこの一部事

務組合が事業実施主体として事業に取り組む

計画となっております。 

  この一部事務組合が設立するまでの期間につ

いては、基本計画に基づきますと、県と本市

がそれぞれに役割を分担し、協議を行いなが

ら事業を進めていくということになります。 

  このため、県と本市のどちらかが最終判断を

行うといったことではなくて、それぞれがそ

れぞれの議会や県民・市民など皆様からいた

だいた意見を持ち寄って県と市が対等な立場

の中で協議・調整を行い、多くの皆様に御理

解いただける事業となるよう努力してまいり

たいと考えております。 

  いずれにいたしましても、将来的な財政負担

を伴っていくものでありますので、本市とし

ても責任を持って県と原案を協議し、予算案

の提示や市議会や市民の皆様への説明を行っ

てまいりたいと考えております。 

  なお、一部事務組合設立に当たっては、県と

本市それぞれ議会において議決いただいた上

で、総務大臣から設立許可をいただく必要が

あります。 

  また、設立後は特別地方公共団体として議会

を設置することとなりますので、その中で必

要な議論を行いながら意思決定を行っていく

ことになると考えております。 

○柏倉信一議長 後藤議員。 

○後藤健一郎議員 分かりました。 

  今御説明あったとおり、その前段の時点では

結局、後で一部組合設立して、その後の議会

があってというのは、それはそうだと思うん

ですけれども、やっぱりその前段です。特に、

お金がかかるものはその前段の場合でござい

ますので、そうなると県とやっぱり市議会と

２つ判断する機関があるということは、２つ

ともいいね、もしくは２つとも駄目だねとな

ればいいんですけれども、一方がいいね、一

方が駄目だねとなった場合というのが非常に

これが問題だと思うんです。下手すると、要

は事業がもう全くそこから進まないと、判断

が分かれて進まないということもあるかと思

うんですが、例えば、そうなった場合、今の

時点で何とも言えないかもしれませんけれど

も、最終的な調整のルールとか、そういった

ものというのは、現時点ではお話はなってい

ないものでしょうか。 

○柏倉信一議長 齋藤市長。 

○齋藤真朗市長 一部事務組合設立までの間の協

議のルールということになりますけれども、

具体的なルールということは、今の時点では

特に設けてはおりません。 

  先ほど答弁させていただいたとおりでありま

すので、この仕組みからいきますと、それぞ

れにそれぞれの議会で了承いただけるような、

そんな案を準備していくということが我々が

果たすべき責務なのかなというふうに考えて

おります。 

  以上です。 

○柏倉信一議長 後藤議員。 

○後藤健一郎議員 分かりました。 

  前段で言ったとおり、やっぱり県が主導で進

められてしまうとかというようなことがない

ように、意見が分かれた場合ですけれども、

ぜひ両者が納得できるような進め方をしてい

ただければと思います。 

  先ほど申し上げたとおり、基本計画案では財

政負担割合というのは、山形県が65％、寒河

江市が35％、そして負担対象とする経費の範
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囲及び負担額の積算方法の詳細は両者におい

て別途協議するとされております。 

  私が心配しておりますのは、建設費の増額も

もちろんそうなんですが、開院後の赤字につ

いてであります。経常収支は開院５年目に黒

字を見込むと試算しているものの、自治体病

院経営は一般的に厳しく、額の違いはあれど、

これまで山形県立河北病院も寒河江市立病院

も赤字でしたので、累積赤字が生じる可能性

というのは、これも想定外ではなく起こり得

るリスクとして考えなければならないと私は

思っております。 

  特に、今までの市立病院と違って、病院の規

模が大きくなるとなると、赤字額も市立病院

と比較にはならないぐらい大きくなるという

ことも想定されますけれども、この一番最初

に出ている35％という数字だけが独り歩きし

て、開院後の経常的な運営赤字が発生した場

合も一律35％を市が補塡し続けなくてはなら

ないのか。 

  私は、市の一般会計を圧迫し続けることにな

ってしまわないかと危惧しているのですが、

経営が赤字になった場合について、現時点で

どのように協議されているのか伺います。 

○柏倉信一議長 齋藤市長。 

○齋藤真朗市長 ただいま後藤議員から御指摘い

ただいたとおり、自治体病院だけではない状

況ではありますけれども、自治体病院の経営

は、全国的に非常に厳しい状況であります。 

  また、県立病院、市立病院においても、人件

費の上昇などから厳しい経営状況となってい

るところであります。 

  基本計画策定に当たっては、県と本市の担当

者間において開院後の収支シミュレーション

などの議論を重ね、その中で、基本計画にお

いては５年後の経常損益の黒字化という目標

を設定するとともに、総務省が定める繰り出

し基準を基本とする整備運営に係る経費、そ

のほか出資金及び開院準備経費等のうち35％

を本市が負担するものとさせていただきまし

た。 

  このため、事業収支シミュレーションとそれ

に基づく開院５年後の黒字化実現に向けて県

と共に病院の整備や経営に万全を期すととも

に、市民や西村山郡内等、多くの方々から利

用していただけるような病院としていきたい

というふうに考えております。 

○柏倉信一議長 後藤議員。 

○後藤健一郎議員 そうですね、ちょっとここが

多分、今回は一番最初申し上げたとおり、ま

ずは病院ができるまでということで今回の質

問をさせていただいておりますが、多分、開

院後に一番頭を悩ますというのがここの部分

だと私は思っております。 

  一番最初、冒頭でも申し上げましたけれども、

やはり人口減少による医療需要が低下してく

るということも多く考えられますし、その点、

先ほど沖津議員なんかも私の横でお話をされ

ていましたけれども、やっぱりそれが将来に

対しては一番大きい不安の部分であると思い

ます。その際に、やはりこの数字だけが独り

歩きしていると、いや、常にもうその分寒河

江市出さなくちゃいけないよねと、こうなっ

てしまうのが一番怖いなと私は思っておりま

す。 

  ほかのものもそうなんですけれども、建てる

のは正直そのときだけのお金なのでまだいい

んですけれども、継続していく部分、ほかの

建物でいえば維持補修とかメンテナンスにか

かりますけれども、病院の場合はやっぱりそ

の後の収益という部分が非常に経営に大きく

関わってまいりますので、その部分について

も本当にしっかりとシミュレーションをして

いただいて、その段階段階においてどんどん

精査をしていただきたいと思っております。 

  次に、国の財政措置と本市負担の見通しにつ
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いて伺いたいと思います。 

  令和７年度の国の補正予算に施設整備促進支

援事業というのがありましたけれども、国も

近年、病院建設において物価上昇、賃金上昇

を踏まえた補助制度が必要と、国のほうでも

今認識しているようであります。 

  新病院整備に関して、国からはどんな補助制

度、財政措置が活用であると見込んでいるの

か、教えていただければと思います。 

○柏倉信一議長 齋藤市長。 

○齋藤真朗市長 新病院整備に関しまして国から

どのような補助制度、財政措置を見込んでい

るのかというような御質問をいただきました。 

  まず、活用可能性がある補助制度について申

し上げます。現在策定を進めている本市の立

地適正化計画において、当該新病院を本市の

都市機能誘導施設とする考えでありますので、

国土交通省の都市構造再編集中支援事業費補

助金を活用しまして、市の負担分に充当する

ことについて検討を行っているところであり

ます。 

  一方、新病院整備費については、公営企業債

を発行しまして資金調達を行うことが基本と

なります。この公営企業債は、新病院の建設

工事、医療機器の整備等に充てることができ

まして、今回の新病院は複数の病院を統合す

る場合の特例措置の対象となりそうですので、

そうなりますと後年度の元利償還金の40％が

普通交付税として措置されるということにな

ります。 

  普通交付税の措置には、１つには整備する施

設の床面積当たりの上限額が設けられており

ますが、この上限額については、建設工事費

の高騰等から年々引き上げられてきていると

ころであります。 

  現時点で将来の地方財政措置を含め正確に試

算するということは困難でありますが、参考

に申し上げますと、令和７年度の１平米当た

り整備費の措置上限額は59万円でありました

が、令和８年度では85万円となる見込みであ

り、26万円の引上げが予定されております。 

  この特例措置を活用した場合、構成自治体、

県と本市ということになりますが、構成自治

体が新病院に負担すべき繰り出し基準は３分

の２でありますので、仮に交付税措置の上限

額内で建設工事が実施できた場合は、繰り出

し基準である３分の２から普通交付税で措置

される40％を控除した整備費の約26.6％、15

分の４ということになりますが、これが構成

自治体、県と市の負担ということになります。 

  この整備費の約26.6％の金額に現在協議して

いる財政負担割合となる35％を乗じた額が本

市の実負担額となる見込みであります。イメ

ージなかなかしにくい数字でありますので、

イメージで申し上げますと、整備費のうち、

１割を下回る、１割弱の金額になるというよ

うなイメージであります。 

  しかしながら、先ほど申し上げましたとおり、

普通交付税の措置は、整備する施設の床面積

当たりの上限額があり、整備費全てが対象と

なるかどうか、そしてまた都市構造再編集中

支援事業費補助金を活用できるかどうかとい

ったことなど、現時点では不透明なところも

多い状況でありますので、整備に当たりまし

ては、今後も国の動向を注視しながら、必要

に応じて国に要望、協議を行って財源確保に

努めてまいりたいと考えております。 

○柏倉信一議長 後藤議員。 

○後藤健一郎議員 分かりました。 

  いろいろなやはり補助制度、財政措置のほう、

国のほうでも見てくれると。しかも、今回は

こういった市単独ではなくて広域で、しかも

集約ということもあるので、非常にいろいろ

優位なものが使えるということで、大体のイ

メージとしては１割ぐらいが寒河江市の負担

になるのではないかというようなお話でござ
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いました。 

  その中で、公営企業債ということで、額のほ

うはまだよく分からないけれども、こういっ

たものを発行されるということでありました

が、現時点で考えているこの企業債は、償還

期間としてどれぐらいを考えているかという

のは、もうあるものでしょうか。 

○柏倉信一議長 齋藤市長。 

○齋藤真朗市長 償還期間ということの御質問で

ありますけれども、基本計画案の収支シミュ

レーションの中では、建設工事費については、

償還期間を30年として起債することを見込ん

でいるところであります。 

○柏倉信一議長 後藤議員。 

○後藤健一郎議員 分かりました。すみません、

私、そこはもしかすると読んでいなかったか

もしれません。 

  先ほどいろんなシミュレーションして金額を

具体的にお伺いしたところ、そこまで大きく

負担があるというわけでもないような気がし

たので少し安心しているところではあります

けれども、本事業はやはり寒河江、西村山地

域の医療を守るための必要な投資ではありま

すが、本市にとって長期にわたる財政負担と

いうものも伴う可能性がある事業でもありま

す。 

  大型公共施設というのは、建設を決めるとき

は一瞬でありますけれども、その借金の返済

というのは20年、30年と続きます。先ほど市

長の答弁にもありましたとおり、今回につい

ては、およそ30年ということでありました。

私たちはその負担を、30年といいますと、私、

52歳になったばかりですので、82歳だと平均

寿命まで生きればぎりぎり生きているかもし

れませんが、ちょっと中にはあまりいらっし

ゃらない方も議場の中にはいらっしゃるかも

しれませんけれども、非常に30年というのは

長い期間だと思っております。だからこそ建

設するときの費用だけではなくて、建てた後、

寒河江市の財政運営というのが本当に持続可

能なのかという点も、しっかりと今いる私た

ちで議論する必要があると思います。 

  そこで、ここからは、ほかの公共事業への影

響、将来世代への影響について伺いたいと思

います。 

  ２月18日の予算内示会で示された行動計画で

は、市債発行額、これはこれまで10億円から

15億円程度で推移しておりましたけれども、

統合中学校建設により、令和９年度は59億

6,420万円、令和10年度は54億8,870万円と大

きく増加する見込みが示されております。 

  さらに、これまで順調に減らしてきた市債残

高が今後増加に転じ、その後長期的に高い水

準で推移する見通しが示されております。 

  ただ、これらの数字は、今まで議論してまい

りました病院建設費というのはまだ含まれて

おりません。この病院建設事業において、本

市の実質公債費比率がどの程度上昇すると試

算しているのか伺います。 

○柏倉信一議長 齋藤市長。 

○齋藤真朗市長 本市の実質公債費比率がどの程

度上昇していくのかという、どの程度上昇す

るのかと試算しているのかというような御質

問をいただきました。 

  先ほど答弁させていただいたとおり、新病院

整備費の大部分は、公営事業債を起債してそ

の財源とすることとなります。 

  新病院整備に係る起債につきましては、一部

事務組合で起債し、償還を行っていくという

ことになりますが、一部事務組合が運営する

ものも含めて、公営企業が要する経費の財源

とする地方債の償還財源に充てたと認められ

る市からの繰入金は、本市の実質公債費比率

の算定に計上する必要がございます。 

  先ほど御答弁させていただいたとおり、基本

計画案の収支シミュレーションでは、建設工
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事費については償還期間を30年として起債す

るということを見込んでおります。 

  一部事務組合が実施する起債手法につきまし

ては、より財政負担の少ない手法を調査検討

してまいりますけれども、仮に元金均等払い

で利率を2.5％とした場合においては、新病院

の建設工事費等に係る部分に関しましては、

実質公債費比率を単年度決算で約１％上昇さ

せるものと試算しておるところであります。 

○柏倉信一議長 後藤議員。 

○後藤健一郎議員 分かりました。病院に関して

いえば１％程度の上昇ということでありまし

た。 

  先ほどお話しした予算内示会で行動計画、そ

れの巻末に財政の資料というのがついている

わけですけれども、これを見てみますと、一

般会計の市債残高が令和８年度は161億6,127

万円だったのが、５年後の令和12年度は256億

8,560万円になるという見込みで、財政調整基

金は令和８年度が22億1,837万円だったのが令

和12年度は７億137万円。そして、市有施設整

備基金というのが、現在、現在というか令和

８年度ですね、16億3,550万円になっていると

ころが令和12年度は５億5,000万円になってお

りました。 

  これ計画どおりにいってもこれぐらい減ると

いうことでありますので、要は借金、市債が

増える。今までこつこつためてきた貯金がぐ

っと減ると、半分以下になるということであ

りますので、これに今お話ししている病院だ

けではなくて中学校もそうですけれども、こ

ういった建設が続いてきて上振れが出たりす

ると、これがどんどんなくなってくるという

ことになります。 

  なので、結局予算はあっても何もできないと。

要は、支払いだけがあるので、入ってきたお

金がそのまま支払いになりますというような

状況になってしまうと、この後のほかの政策

とか公共事業に与える影響というのが大きい

と思いますので、そちらの点をよくよくやっ

ぱり話し合って進めていかなくてはいけない

なと思っております。 

  寒河江市の大型公共施設の建設事業の第１弾

として統合中学校建設が今まさに進められて

おります。そして、その数字が見えてきたの

で、今回のこの５年分の行動計画に盛り込ま

れたわけなんですが、この新病院建設という

のは、それに続く第２弾の寒河江市にとって

は大型建設事業であります。そして、この２

つで終わりではありません。市公共施設等総

合管理計画とか個別施設計画では、この後も

建設事業が続いていきます。 

  先ほど申し上げたとおり、統合中学校及び新

病院の建設費や運営費の上振れによっては、

ほかの事業に影響を及ぼすことがこれはもう

想定するのは当然だと思うんですけれども、

現在、私たち議会とか市民の皆さんに示され

ているのは、先ほど言った行動計画、この５

年分ですね、しかありませんので、この病院

建設事業が与える財政的な影響というのは、

この資料の中には入っておりません。 

  現時点で建設が決まっている統合中学校、そ

してこの新病院を考慮した今後の実質公債費

比率のピークは何年度に迎え、どの程度にな

ると試算しているのか伺います。 

○柏倉信一議長 齋藤市長。 

○齋藤真朗市長 今後の実質公債比率のピークに

ついて質問いただきました。 

  ２月18日開催の議会全員協議会でお示しさせ

ていただいたところでは、実質公債費比率に

ついて、５年後の令和12年度には近年の屋内

型児童遊戯施設等の積極的な施設整備に伴う

元利償還や新中学校整備に係る起債の利払い

等の見込みを踏まえまして、9.7％程度となる

見込みとさせていただいたところであります。

令和13年度以降には、新中学校整備に係る起
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債に係る元金償還も開始されますし、実質公

債費比率はさらに上昇していくことが見込ま

れます。 

  実質公債費比率の算定につきましては、単年

度の比率の３か年平均ということであること

を踏まえますと、新中学校整備に係る起債に

ついては、元金均等払いで借り入れた場合、

元金支払いの据置期間終了からさらに３年後

の令和16年度が実質公債費比率への影響が最

大になる年度と考えております。これに新病

院整備において各年度に借り入れた起債の元

金償還に対する繰り出しが始まる令和18年度

が実質公債費比率のピークになるということ

と想定しておるところでありまして、現時点

では最大で18％付近まで比率は悪化しまして、

以降は高止まりしていくものと考えておりま

す。 

  このため、今後もさらなる事業見直し等を行

いながら、これまで以上に効率的な行財政運

営に努めまして、これらの事業による影響を

十分吸収できるよう、あらかじめ財政基盤を

整えていく必要があると考えております。 

○柏倉信一議長 後藤議員。 

○後藤健一郎議員 分かりました。 

  今市長からもお話ありましたが、令和18年度

あたりが今建設しているものを想定しただけ

でのピークと。この後、要は建設がほかにあ

るとすると、またもうちょっと、もしかする

とピークあるのかもしれませんけれども、現

時点で見えているものとしてのピークが令和

18年度、そして実質公債費比率は18％ぐらい

になるのではないかというようなお話でござ

いました。 

  先ほど市長からのお話もあったとおり、３か

年平均で出されるので、極端に１年ごと行っ

たり来たりしないわけですけれども、なので、

建設していくと、どんどんじわりじわり後か

ら後から上がってきて、そしてなかなか下が

らないというのがこの実質公債費比率であり

ます。 

  議場にいる皆さんはもう御存じかとは思いま

すけれども、この実質公債費比率が18％以上

になってしまいますと、地方債の発行に際し

て総務大臣または都道府県知事の許可が必要

となる起債許可団体になってしまいますので、

多分ここを超えないようにと、何としてもこ

こは死守するというラインが18％だとは思う

んですけれども、なかなか先ほど申し上げた

とおり建設が続いていくと、じわりじわりと

上がってくるので、18％に近くなってからま

ずいと思っても、もうどうしようもなくてそ

の後上がってしまうというのがこの実質公債

費比率だと思いますので、やはり18％は超え

てはいけない、超えてはいけないわけではな

いんですけれども、やっぱり要注意のその水

準を超える以前に、15とかになってきたら、

ちょっと危ないと、体質改善を図っていかな

いと危ないなというラインがその手前に、そ

してじんわり来ると考えると、その数年前に

はそういうことをやっていかなくてはいけな

いと思いますので、そこについては、ぜひ今

後も注視していただいて、財政についてもし

っかりとそのラインを守っていただくという

ところで頑張っていただきたいというのが難

しいんですが、そのように心がけていただき

たいと思います。 

  私たちにお示ししていただいているのが行動

計画ですので、今言った18年度頃がピークと

いうのは今初めて分かったところではありま

すけれども、市の公共施設総合管理計画とか

個別施設計画では、短期10年で、中期が11年

から20年で、長期が21年から30年と30年先ま

で計画を立てておりますが、財政の見通しが

伴わなければ建設や修繕ができませんので、

先ほど今18年度ぐらいでピークだろうと見込

めるということは、５年以上の財政の見通し
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というものについて当局のほうでは試算され

ているかと思います。 

  もちろんこの時代なのでぶれはあるかと思い

ますが、ある程度の中長期財政の見通しにつ

いて、試算しているものがありましたら、市

民の皆さんとか、そして私たち議会に示して

いただくと、私たちもより責任を持った判断

ができるのではないかと考えますが、市長の

見解を伺います。 

○柏倉信一議長 齋藤市長。 

○齋藤真朗市長 中長期の財政見通しを示してい

ただくことができないのかというようなお話

いただきました。 

  令和５年度に行いました新中学校整備を含め

ました学校施設整備計画の策定でありますと

か、県立河北病院と市立病院の統合再編への

合意等を受けまして、大規模事業が今後立て

続けに実施される見込みとなっております。 

  大規模事業が続く中で、健全な財政運営を維

持していくためには、これまでの５年間の財

政計画に加えまして、より中長期的な視点で

今後の財政見通しを把握し、これらの事業を

進めていくことが重要であると考えておりま

す。 

  後藤議員がおっしゃいますとおり、中長期の

財政見通しを議会などと共有するということ

は、これまで以上に長期的視点に立った将来

に向けて、より責任ある活発な議論に資する

ものと認識しております。 

  しかしながら、10年先、20年先等々といった

長期の財政見通しを示すこととなりますと、

現在でも上振れ予測が難しい、変動幅の大き

い時期にある中で、社会情勢、経済状況等の

変化といった様々な要素に対しまして、どこ

まで織り込むことができて、そして実態との

乖離が小さく正確性を備えたものを示してい

けるかという課題もございます。あまり振り

幅が大きくなりますと、意味のある議論がで

きないという可能性があるとも考えておりま

す。 

  このため、ほかの自治体の状況等も研究しな

がら、どのような形でお示しすることが可能

なのか、時期的な視点、タイミングも含めま

して検討してまいりたいと考えております。 

○柏倉信一議長 この際、暫時休憩いたします。 

  再開は午後１時といたします。 

 休 憩 午後０時００分  

 再 開 午後１時００分  

○柏倉信一議長 休憩前に引き続き会議を開きま

す。 

  後藤議員。 

○後藤健一郎議員 休憩前になりますけれども、

市長からは、現時点でも様々な要素で変動があ

ると。そして、さらには10年、20年、30年と長

期になればなるほど振れ幅が大きいので、なか

なか中長期の財政の見通しを示すのは難しいと

いうようなお話でございました。確かに私もそ

うだと思います。また示してしまうと、その数

字がやはり独り歩きしてしまう可能性もありま

すので、なかなかそう簡単にはいかない話だと

思いますが、議会、そして市民が、よりよい、

そしてより納得できる判断をするためにも、ぜ

ひ、出し方も含めてですが、検討していただけ

ればと思います。 

  寒河江市のウェブサイトを見ますと、公開さ

れている財政資料の中で一番古いのは平成17年

度でした。先ほど実質公債費比率18％は死守し

たいラインですよねというようなお話を市長と

も確認したところでありますけれども、この年

の実質公債費比率は21.8％、経常収支比率は

96.4、翌18年度は、実質公債費比率は23.3％、

経常収支比率が95.7、19年度は19.4％で98.1、

20年度は19.0％で99.6、21年度が18％で96.8％、

22年度が17.6％で91.2となっておりまして、確

認することができる財政資料では、平成19年、

20年あたりが、寒河江市が財政的に最も苦労し
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たときだったのではないかと、この資料からは

推察できます。 

  このとき考えますと、もちろん私は議員では

ありませんが、駅前中心市街地整備、そして醍

醐小学校、あとハートフルセンターなどの建設

が重なっている頃でありまして、それを受けて

市では抜本的な行財政改革をすべく、寒河江市

行財政改革大綱を、これ平成18年度ですけれど

も、策定されているようでありました。 

  よく市の財政厳しいとか、自治体の財政が厳

しいという言葉あるんですけれども、これ、お

金はあるけれどもできないという、既存事業に

多くの財源が固定化されて新たな政策に使える

財源が少ないことを示す言葉であります。 

  今定例会初日に市長から令和８年度の市政方

針、言い換えれば令和８年度に新しくやりたい

こと、拡充したいことの説明がございました。

いろいろ項目を挙げていらっしゃいましたけれ

ども、私が説明するまでもなく、経常収支比率

が100に近づけば、たとえ今年のように242億円

あったとしても、維持するのが精いっぱいで新

しいことはできませんの一言で終わってしまい

ます。 

  2007年に財政再建団体になった北海道夕張市

ですが、来年３月に財政再建を完了し、20年ぶ

りに自治権を回復いたします。しかし、最高の

住民負担、最低のサービスと、いわゆる徹底し

た歳出削減で、この間、人口は半減、高齢化率

約54％と、急激な高齢化と人口減少の疲弊した

小さなまちになってしまいました。 

  私たち議会も、市長をはじめとした市当局も、

市政に携わる者の大きな目的は、よりよい寒河

江市を将来世代へ引き継ぐことであります。 

  私は、昨年９月定例会において、自治体の時

限爆弾とも言われる公共施設マネジメントにつ

いて一般質問を行いました。続く12月定例会で

は、収支を上回る事業を続け、基金を取り崩し

た結果、財政難宣言をせざるを得なくなった自

治体が全国で相次いでいることを受け、本市の

財政運営について質問をいたしました。 

  今回の一般質問は、その２つの議論を踏まえ、

現在進められている大型公共施設建設事業と本

市の財政の将来を重ね合わせて伺ったものであ

ります。 

  私は、この山形県立河北病院と寒河江市立病

院の統合に反対しているわけではありません。

ただ、事業規模が大きいからこそ、楽観的な見

通しではなく、想定し得るリスクを事前に議論

し、市民に対しても十分な説明責任を果たして

いくことが必要であると考えております。 

  また、県と市の共同事業であるからこそ、意

思決定の在り方や財政負担の在り方について透

明性と納得性が求められるものだと考えており

ます。 

  病院を建設することが目的ではなく、第７次

寒河江市振興計画の基本政策３、全ての市民の

健康と安全・安心の確保が目的でありますので、

地域医療と市財政の持続性の両立を強く求めて

私の一般質問を終わります。 

  ありがとうございました。 

 

月光裕晶議員の質問 

 

○柏倉信一議長 通告番号６番について、５番月

光裕晶議員。 

○月光裕晶議員 月光裕晶です。よろしくお願い

いたします。 

  通告番号６番、学校の校内環境について質問

させていただきます。 

  まず、学級経営上、困難を抱える状況への対

応について質問させていただきます。 

  近年、一部の学級において、担任の先生の指

示が通らない、授業中落ち着いて学習できな

い等の児童が複数見られる、授業が計画どお

り進行しない、学習内容の定着に大きな差が

生じているなど、教育活動の継続に支障が生
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じているとの声を耳にしております。 

  これは１つの学校や１人の教員の問題ではな

く、学校、家庭、地域が連携して解決すべき

教育課題であると考え、以下質問をいたしま

す。 

  現状と原因の認識について。 

  学級経営上、大きな困難を抱えている状態に

ついて、私が把握しているのは一部かと思い

ます。寒河江市全体としては現在どのような

状況なのか、またその要因をどのように分析

しているのか伺います。 

○柏倉信一議長 佐藤教育長。 

○佐藤志津男教育長 学級経営上、困難を抱えて

いる学級の状況につきましては、年３回、学

期ごとに調査しております。 

  困難を抱えている学級の具体的な状況として

は、ごみが散らかるなど教室が乱雑になる、

授業中に学習用具を出さない、私語などによ

り指示が通らなくなる、教室を抜け出す児童

生徒がいるなどの状況が見られることです。 

  こうした学級経営上、困難を抱えている学級

は、今年度の１学期の報告では７学級ありま

した。そのうち１学期から２学期にかけて４

つの学級の状況が改善され、現在、３つの学

級が引き続き改善に取り組んでいる状況です。 

  学級が落ち着かなくなる要因は様々であり、

教員の指導の在り方、校内の連携や協力の状

況、特別な配慮が必要な児童生徒への対応の

仕方、家庭との連携や保護者の理解等、複合

的な要因が重なって起きる場合が多い状況で

す。 

  例えば、児童生徒が、授業の内容がよく分か

らなかったり、授業の進め方に不満を持った

り、いじめや問題行動への初期対応が遅れ、

児童生徒との信頼関係が築けなかったり、学

級経営に柔軟性が不足し、指示や指導が一方

的になっていることに子供たちの不満が高ま

っている場合などもあります。 

  また、学級経営に課題があっても、学級担任

１人が抱え込み、学年主任や管理職との連携

が取れていなかったり、講師も含め、経験の

少ない若手教員が増えたことや、多忙化によ

り学校としてのフォロー体制がうまく構築さ

れていなかったりすることも要因として挙げ

られると思います。 

  さらには、自己肯定感がとても低かったり、

学校や家庭に自分の居場所を感じられなかっ

たり、友人や大人とのコミュニケーションが

苦手だったりする特別な支援を必要とする児

童生徒が増え、集団行動が困難になるという

ケースも生じています。 

○柏倉信一議長 月光議員。 

○月光裕晶議員 様々な要因があると思いますが、

まずは家庭への協力要請についてお聞きしま

す。 

  授業規律や生活習慣の定着には家庭の理解と

協力が不可欠でありますが、学校任せとなり、

保護者が状況を十分把握していないケースも

見受けられます。 

  家庭に対して、学習環境づくり、生活習慣の

改善、学校指導への協力、そういったことを

求める働きかけが必要ではないでしょうか。 

  私は、保護者への学級の現状の具体的な周知

とともに、要請を強化すべきと考えますが、

見解を求めたいと思います。 

○柏倉信一議長 佐藤教育長。 

○佐藤志津男教育長 子供たちの健やかな成長の

ためには、学校や家庭、地域との連携協力が

欠かせません。また、一人一人の子供の様子

や学級の現状をきちんと保護者へお伝えする

ことは、学校の責任であると考えます。 

  その上で、家庭にお願いしたいこともきちん

とお伝えし、家庭と学校が協力して子供たち

を育んでいくことは、子供の成長にとってと

ても大切なことです。 

  私も校長をしているときには、ＰＴＡ総会等
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の場で、保護者の皆様に、学校は子供たちの

成長のため精いっぱい頑張ります。しかし、

全て学校任せでは子供たちは育ちません。学

校と家庭がそれぞれの役割を分担し、一緒に

なって子供たちの成長を支援し見守ることが

大切であるということをお話しし、お願いを

してきました。 

  御家庭への協力要請としては、例えば、子供

たちにとって心に抱えている不満やストレス

をつぶやくことができる、出すことができる、

そうした環境があることがとても大切です。

そのためには、それぞれの家庭が安心できる

居心地のいい居場所であることが大事な鍵と

なります。保護者の皆様が子供の声に耳を傾

け、ありのままの子供の姿を受容することが

子供たちの自己肯定感を高めることにつなが

ります。そして、その自己肯定感の高まりが

自分や友達を大切にする思いやりの心を育ん

でいきます。 

  また、学級が落ち着かない状況になった場合

には、保護者の方々から授業の様子等を見て

いただいたり、これからどんな学級にしてい

きたいかを、学校、子供たち、保護者が共に

考える機会を設けたりすることも必要である

と思います。 

  そして、課題を明らかにし、目指すべきとこ

ろを共有し、それぞれの立場や環境の中で、

具体的に何をしなければならないかを明確に

し、行動することが重要であると考えます。 

○柏倉信一議長 月光議員。 

○月光裕晶議員 教育長がおっしゃいますとおり、

一番いいのは、保護者に授業の様子を見てい

ただくことかと思います。授業参観とかそう

いったものはあるんですけれども、やはり授

業参観のときになると、子供たちはおとなし

く授業を聞いているわけでございます。です

ので、保護者がもっと気軽に、急にでも見に

来られるような状況づくりが必要ではないか

なと思いますので、ぜひその辺もよろしくお

考えになっていただければと思います。 

  次に、学力低下への対応と人的支援について

お伺いいたします。 

  基礎学力の定着が不十分な児童が増え、授業

の進行に影響が出ているとの指摘があります。

加えて、授業中の端末使用のルールが守られ

ない、学習活動に参加しない児童が周囲の学

習環境へ影響を及ぼす状況も見られます。 

  実際私が目にしたのは、掛け算がおぼつかな

い３・４年生の姿です。本来ならば、２年生

で覚えておかなければいけない学習でありま

す。掛け算というのは、この後も多くの面で

算数・数学に関わってくるものでありますの

で、今のこの状況はとても危険ではないかと

考えております。 

  さらには、授業中にタブレットでゲームをし

ている児童もいて、それを見たほかの児童が

うらやましく思い、あの子がやっているなら

自分もやってみようというような考えを持つ

こともあるようです。 

  そして、学習支援員の先生が特定の子に付き

っきりになってしまうことがあり、クラス全

体の学習支援ができていない状況もあるとい

います。 

  そこで、そういった授業へ悪影響を及ぼす児

童などへの対応として、今既に導入済みの学

校もあると伺っておりますが、地域のボラン

ティアの方のお力を借りるという施策を市内

全域の学校に導入を進めるべきと考えますが、

見解を求めます。 

○柏倉信一議長 佐藤教育長。 

○佐藤志津男教育長 学級が落ち着かなくなる状

況になることの大きな要因の一つとして、授

業の内容や指導方法が学級の実態に合ってい

ないということが挙げられます。 

  子供たちにとって、授業がつまらない、学習

内容が理解できないという状況では、学習に
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喜びや楽しみが見いだせないストレスから私

語や立ち歩きが増えるというふうな悪循環を

生み出します。 

  こうした負のスパイラルを断ち切り、一人一

人が意欲を持って学習に向かうためには、児

童生徒にとって授業が分かる、楽しいもので

あることが最も重要です。 

  そのためには、教員一人一人の授業力の向上、

児童生徒の学習状況を十分に捉えること、そ

して学級における人間関係、悩みや困り感の

把握が必要です。 

  そのためには、働き方改革を一層推進し、教

材研究や児童生徒理解に充てられる時間を確

保していくことも大切です。 

  そして、学校全体で授業改善に取り組み、学

力向上支援員や特別教育支援員、またはほか

の教員と連携し、チーム・ティーチングなど

の指導方法を工夫しながら、魅力ある授業づ

くりを行っていくことが児童生徒の学力向上、

居心地のいい学級づくりにつながっていくと

考えます。 

  また、月光議員御指摘のように、学習や生活

の面で地域の方々のお力を借りることも有効

であると思います。現在も、例えばある小学

校では、授業や給食、清掃の時間に地域の

方々から週２回程度学校に来てもらい、お手

伝いいただいています。複数の目で、そして

学校の職員以外の方の目で子供たちの学校生

活の様子を見守っていくことは、これまで見

えていなかったことへの気づきも可能となり、

子供たちの安心感を育むとともに、学校と地

域との関わりを深めていくことにもつながる

ものと思います。 

  今後、市内のほかの学校でも、地域ボランテ

ィアを導入することを推奨していき、全ての

児童生徒にとって安心・安全な学びの場を保

障していきたいと考えております。 

○柏倉信一議長 月光議員。 

○月光裕晶議員 ありがとうございます。ぜひよ

ろしくお願いいたします。 

  私が住んでいる柴橋地区では子供が大分減っ

ておりまして、ですので、地域の方も子供と

触れ合う機会がなくなってきていると言って

おります。ただ、やはり下校のときとかに、

楽しそうに下校している子供を見ると、すご

くほほ笑ましいとおっしゃってくださる方が

たくさんいらっしゃいます。地域ボランティ

アによって子供と触れ合う機会というのがで

きれば、その方たちにとってもいいことなの

かなと思いますので、ぜひ市内全体に、教育

長答弁してくださったように実施していただ

きたいとお願いいたします。 

  次に、教員配置と負担軽減についてお聞きし

たいと思います。 

  学級運営の困難さが教員の精神的負担を増大

させ、指導の質の低下や離職の要因ともなり

得ます。現在、ある学級では、算数を教員３

人体制で教えているような状況になっており

ます。担任の先生の負担を学校全体で軽減し

ようとしているのはすばらしいことではあり

ますが、まずその前に教員の経験や適性を踏

まえた配置をするべきではないかと考えます

が、見解を求めます。 

○柏倉信一議長 佐藤教育長。 

○佐藤志津男教育長 教員の経験や適性を踏まえ

た配置をすべきではないかという御指摘です

が、そのとおりであると私も思います。 

  実際に教職員の人事を担当する村山教育事務

所でも、その点については、可能な限り各校

のバランスを考えながら配置を行っています。 

  しかしながら、学校が望むような配置は難し

い状況にあります。 

  その要因の一つとして、教員全体の年齢構成

のアンバランスがあります。学校の中堅とな

る30代後半から40代の教員の数が極端に少な

く、50代のベテラン世代と20代の若手が多く、
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二極化している状況です。これは本市だけで

なく、全国的にも同様の傾向が見られます。 

  また、教員の成り手不足も深刻な状況です。

その結果、講師を務めてくださる方も激減し

ています。 

  さらには、先ほど申し上げましたように、20

代や30代前半の教員が多いということは、産

休、育休を取得する教員も多いということで

す。加えて近年は、これはよいことではあり

ますが、男性の育児への参画も進み、男性育

休の取得も増えています。こうしたことから、

産前産後休暇、育児休暇や病気休暇などの代

替者として配置される講師の方も不足してい

る現状があります。かつては、講師の方は、

まず非常勤講師で経験を積んでから担任をす

るといったこともできましたが、今は厳しい、

難しい状況です。 

  さらには、児童生徒数の減少により、各学校

の教職員定数の減少ということもあります。

各学校では、そうした状況の中、経験や適性

を踏まえ、どの学年、どの学級を任せるかを

熟慮した上で学級担任を決めております。 

  また、経験の浅い若手とベテラン教員で学年

を組んだり、お互いに授業を見せ合うなどの

研修を行ったりしながら、教員一人一人の授

業力の向上を図っているところでございます。 

○柏倉信一議長 月光議員。 

○月光裕晶議員 今世間一般では、教員はブラッ

ク職ということで、もうほぼ定着しておりま

す。やはり、そうすると教員になりたいとい

う方もいなくなってはくるかと思います。わ

ざわざ大変なところに就職しなくても、ほか

にいい就職口がたくさんあると。やはり教員

の労働環境というのは改善すべきであります

し、今改善するためにいろんなところが頑張

っているところではあると思いますが、若い

教員の方で、なかなか今、何というんですか

ね、心が弱い方が結構いらっしゃるというの

をちょっとお聞きしまして、そういった方ば

かりではないとは思うんですけれども、そう

いった方が、学生が終わり教員として学校に

入ったときに、あまりにもギャップがすご過

ぎて、そこで心が折れてしまって、教員とし

て続けていけないというようなことが、ある

程度あると聞いております。 

  教員は、授業するというのが大前提でしょう

けれども、それ以外の業務もたくさんあって、

そこをどのように改善していくかというのが

これからの課題にはなると思いますが、それ

に関しまして次の質問をさせていただきます。 

  先日、ある教員の方と話すことがありました。

その方はとても前向きなイメージでしたが、

珍しく現在頭を悩ますことがあるとのことで

した。 

  ある児童が、授業には参加せず、校内を自由

に歩き回り、そして何か気に入らないことが

あれば暴れ、大人数名で取り押さえる、そう

いった状況にあると。学校側は、発達障がい

などの検査をお願いしたりはしているそうで

すが、その保護者は聞く耳を持たず、逆に教

員の指導がよくないのではないかと意見をし

てくるような状況だと言います。 

  これは現場の教員に過度の負担がかかってい

るのは事実です。担任の先生は泣きながら保

護者とやり取りをしているともお聞きしまし

た。 

  私は、そういったことを円満に解決するため

にも、担任の先生や教員全員の負担を減らす

ためにも、教員が教育に専念できる環境整備

として、そのような保護者対応に専門的に関

わる職員の配置をするべきではないかと考え

ますが、教育長の見解を求めます。 

○柏倉信一議長 佐藤教育長。 

○佐藤志津男教育長 保護者対応に専門的に関わ

る教員の配置については、山形県では、保護

者や地域からの過剰な要求や苦情等に対し、
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学校だけでは解決が難しい場合には、弁護士

から法律的な判断や専門的な助言を仰ぐこと

ができるスクールロイヤー派遣事業を行って

おります。 

  また、経験豊かな学校管理職経験者等を学校

問題解決支援コーディネーターとして活用す

るという動きも出てきております。 

  本市でも、必要に応じて、こうした県の事業

を活用していくことを検討してまいります。 

  また、教育委員会としましても、各学校に対

して、保護者や地域から何らかの訴えがあっ

た際には、きちんとお話をお聞きすること、

事実確認を確実に行うこと、記録をしっかり

取っておくこと等の初期対応の徹底をお願い

しております。 

  また、担任や１人の教員が個人だけで解決し

ようとせず、必ず管理職に報告し、組織とし

て対応することを指導しております。 

  さらには、学校だけでは解決が困難だと思わ

れる事案に対しては、教育委員会と連携して

対応していく体制を整えております。今年度

からは、市の会計年度職員として任用しまし

たスクールソーシャルワーカーも教育や福祉

の知識・経験を基に、困り感を抱えている児

童生徒や保護者の状況を丁寧に分析しながら

対応しているところです。 

  こうした連携が教員の働き方改革を推進し、

児童生徒の教育に専念できる環境の整備、教

員の負担軽減にもつながっていくものと考え

ております。 

○柏倉信一議長 月光議員。 

○月光裕晶議員 本当にこの件に関しては、教員

には物すごい負担になっていると、そのよう

に私感じておりますので、早めに対応のほう

をしていただければと思います。 

  まず早めに対応するにしても、やはり教員か

ら、そこの現場の責任者、校長先生でしたり

教頭先生、そこから教育委員会に来るかと思

うんですけれども、その流れがやはり少し滞

ってしまうと、どうしても対応が遅くなって

しまうこともあるかと思います。 

  そこで、未然防止と早期対応についてお聞き

します。 

  こういった事案は、発生してから長時間経過

するほど解決が困難となります。学校が把握

した段階で教育委員会が早期に支援へ入る仕

組みが重要であります。早期発見の基準と報

告の徹底、教育委員会の介入時期、学校支援

チームの派遣体制について、今後どのように

強化していくのか、教育長の見解を求めます。 

○柏倉信一議長 佐藤教育長。 

○佐藤志津男教育長 月光議員がおっしゃるよう

に、こうした学級経営が困難になっている事

案は、早期対応が問題解決の鍵となります。

そしてまた、その前の段階として、こうした

状況にならないような具体的な対策が必要で

す。 

  その一つとして、小学校における教科担任制

の導入を進めています。小学校では、ほとん

どの教科を担任１人で指導することが多いわ

けですが、教科担任制の導入により、複数の

教員の目でその学級の児童を見ることにより、

課題の早期把握にもつながります。 

  また、それぞれの教員が得意な教科や分野を

担当することにより、子供にとってより分か

る授業の実践にもつながります。 

  さらには、教材研究の負担軽減や深化といっ

た面でも効果が期待できます。 

  学校から教育委員会への相談等に関しては、

学級に落ち着きがなくなってきた、特定の児

童生徒の行動が気になる、いじめや不登校な

どの兆候があるなどの場合には、学校ではケ

ース会議等を行い、教職員間での情報共有や

対応の検討、役割分担を行います。 

  多くの場合は、このケース会議を開く段階で、

学校から教育委員会に報告が入ります。そう
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した場合には、教育委員会の指導主事がその

学校に赴き、該当児童生徒や学級全体の様子

を見てきたり、学級担任と面談したりしなが

ら解決策を共に考えていきます。学校の管理

職とも面談を行い、学級担任が１人で抱え込

むことのないよう、組織的なフォロー体制に

ついて指導し、確認をしております。 

  状況の改善が見られた学級についても、そこ

で終わることなく、その後の変化も見守りな

がら継続的な支援を続けております。 

  学校支援チームという点については、先ほど

申し上げましたように、今年度から寒河江市

で任用したスクールソーシャルワーカー、Ｓ

ＳＷと呼んでおりますが、このＳＳＷと指導

主事が共に学校を訪問し、ＳＳＷが教育分野

や福祉分野の知識・経験を基に、困り感を抱

えている児童生徒の状況を丁寧に分析しなが

ら面談を行っております。また、児童生徒本

人だけでなく、保護者との面談も行い、課題

の解決に向けて支援しております。 

  学級経営上、困難を抱えていたある学級では、

約半数の児童生徒または保護者がＳＳＷとの

面談を希望している状況です。誰かに相談で

きる、否定せずに自分の話を聞いてもらえる

というような安心感が心にゆとりを生み、そ

の結果、課題解決に向けて一歩前進したり、

今ある状況が改善していったりという好循環

につながると期待されています。 

  このような支援体制をなお一層強化し、学級

経営上、困難を抱える学級がなくなっていく

こと、そして市内全ての学校が安全・安心な

居場所となっていくことを目指してまいりま

す。 

○柏倉信一議長 月光議員。 

○月光裕晶議員 ぜひ、ケース会議の段階で報告

するとおっしゃっていましたけれども、その

報告をするというのを徹底してやっていただ

ければと思います。 

  それと、ソーシャルワーカーの方、頑張って

くださっているのは存じ上げております。た

だ、その方の業務も過多にならないように、

そういったところの配慮も併せてお願いした

いと思います。 

  次に、子供への盗撮防止対策についてお聞き

します。 

  昨年、名古屋市、横浜市、北海道、岡山県な

どの小中学校教員を含むグループが女子児童

を盗撮し、ＳＮＳ上で動画や画像を共有して

いたことが発覚しました。この事件では５人

以上の教員が逮捕されており、ＡＩ技術を用

いてディープフェイク画像を作成していたケ

ースも含まれていたようです。この事件は、

保護者に大きな衝撃と不安を与えました。 

  そのほかにも、子供の尊厳を著しく傷つける

盗撮事案が全国で発生しており、学校の安全

性に対する保護者の不安は計り知れません。 

  そして、まだ被害はないにしても、全国の自

治体でも被害を未然に防ぐ体制整備は急務で

あると考え、以下質問いたします。 

  施設面の防止対策について。 

  トイレ、更衣室等における定期点検の実施状

況、通信機器の持込みや校内撮影に関するル

ールの整備状況を伺います。 

○柏倉信一議長 佐藤教育長。 

○佐藤志津男教育長 月光議員御指摘のとおり、

近年、全国的に児童生徒に対する盗撮事案が

多発しております。言うまでもなく、学校は

子供たちにとって安全・安心な場所でなくて

はなりません。 

  施設面での盗撮の防止のための対策としては、

各学校では毎月１回、校舎内外の施設等の安

全点検を実施しております。その中で、トイ

レや更衣室なども含めて、盗撮の可能性も意

識しながら、盗撮用カメラ等の不審物の有無

や死角となって目が届きにくくなっている箇

所について、安全面だけでなく防犯面の視点
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からも点検を行っております。 

  また、通信機器の持込みや校内撮影に関する

ルールの整備についてですが、こちらにつき

ましては、山形県教育委員会が作成した教職

員のＩＣＴ機器利活用ハンドブックに、授業

等でＩＣＴ機器を活用する際の基本ルールと

して記載されております。 

  その内容は、教育活動でＩＣＴ機器を利用す

る際には、原則、私物の機材、つまり個人の

カメラやスマートフォン等を使用しないこと

や画像データを適切に管理することなどです。 

  このハンドブックに記載されている基本ルー

ルに基づいて適切に利活用を行うこと、また

基本となるルールやモラル、留意点について

示したＩＣＴ機器利活用チェックリストを活

用して常日頃から実行すべき内容を点検・再

確認するよう教職員に指導しているところで

す。 

○柏倉信一議長 月光議員。 

○月光裕晶議員 では次に、教職員及び児童生徒

への指導についてお聞きします。 

  教職員のコンプライアンス研修、盗撮が犯罪

であることの指導、身体の権利に関する教育

や不審機器発見時の対応教育をどのように実

施しているのか伺います。 

○柏倉信一議長 佐藤教育長。 

○佐藤志津男教育長 教職員へのコンプライアン

ス、服務につきましては、不祥事が発生した

ときだけでなく、年度初めや定期的な職員会

議、管理職ではなく教職員が主体となって話

合いや研修を行う校内倫理委員会などの場で、

各学校の計画に基づいて管理職から教職員へ

の指導やお互いの研修を行っています。 

  また、県教育委員会でも、教員のライフステ

ージに応じて、初任者研修や２・３年次フォ

ローアップ研修、５年経験者研修、中堅教員

等資質向上研修などを行っておりますが、そ

の中でも、不祥事の未然防止に向けた服務の

研修を該当教員に対して行っております。 

  また、令和５年７月に施行された性的姿態撮

影等処罰法や盗撮防止に係る県教育長通知を

基に、盗撮は犯罪であり、事件に関与した教

員は逮捕されること、盗撮等に係る内容も厳

罰化されており、該当すれば懲戒免職処分に

なることにつきましても、所属職員に確認・

指導をしております。 

  児童生徒への指導につきましては、保健指導

や性教育などを通して、水着で隠れる部分な

どのいわゆるプライベートゾーンは自分だけ

の大切な場所であること、相手の大切なとこ

ろを見たり触ったりしないこと、嫌な触られ

方をしたときの対応などについて指導をして

いるところです。 

  子供たちを性犯罪・性暴力の被害者や加害者、

そして傍観者にさせないためにも、文部科学

省の指導資料などを活用しながら、生命を大

切にする考えや自分や相手一人一人を尊重す

る態度などを発達段階に応じて身につける命

の安全教育に取り組んでまいります。 

  あわせて、校内で不審な機器を見つけた場合

には学校の教職員に知らせることについても

児童生徒に指導しておりますが、繰り返し徹

底してまいります。 

○柏倉信一議長 月光議員。 

○月光裕晶議員 子供への教育をしてくださって

いるということでありますが、ぜひそちらも、

家庭でも教育をしてもらうように、そういっ

た家庭への情報共有、家庭への要請ですね、

先ほども言いましたけれども、家庭への要請

も併せてぜひ行っていただきたいと思います。 

  次に、通報体制についてお聞きします。 

  児童生徒や保護者が安心して相談できる匿名

相談窓口、外部第三者窓口、通報者保護の仕

組みの整備状況を伺います。 

○柏倉信一議長 佐藤教育長。 

○佐藤志津男教育長 学校では日頃から相談でき
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る人間関係づくりに努めるとともに、児童生

徒に何か困ったことが起きた場合は、学校の

相談しやすい教職員等に話をすることをＳＯ

Ｓの出し方教室などを通して指導しておりま

す。 

  盗撮や性暴力の被害に遭った際には、どうし

ても教職員に相談できないことがあることも

想定されます。 

  そこで県では、電話やウェブの受付フォーム

から相談できる窓口、ハラスメントほっと相

談を開設しております。 

  毎年各学校では、教育職員等による児童生徒

性暴力等の防止等に関する法律に基づく児童

生徒へのアンケートを実施しておりますが、

今年度、児童生徒や保護者に対してこの相談

窓口を周知しているところです。 

  この窓口に相談する際には、名前を言わなく

ても相談することができ、相談したことで困

ることがないよう、相談者を保護する体制も

取られております。 

○柏倉信一議長 月光議員。 

○月光裕晶議員 それでは、今後の防止対策につ

いてお聞きします。 

  子供たちが安心して学校生活を送れる環境を

守ることは、教育行政の根幹であります。 

  そこで、今後の対策として、年１回の学校施

設総点検、教職員への定期的な服務規律、性

犯罪防止研修、盗撮防止マニュアル及び発覚

時フローチャート整備、そして最後に第三者

チェック体制の構築、そういったことを進め

ていくべきと考えますが、市として盗撮を絶

対に許さないという強い決意の下、どのよう

に具体策を講じていくのか、教育長の見解を

求めます。 

○柏倉信一議長 佐藤教育長。 

○佐藤志津男教育長 先ほどお話ししましたよう

に、市内の各学校においては、毎月１回、安

全面や防犯面から校舎内外の施設等の安全点

検を実施しております。こうした点検を、盗

撮の未然防止という視点も持ちながら、毎月

確実に行う、その積み重ねが大切であると考

えます。 

  今後も、複数の教職員の目で、そして、同じ

箇所ばかり点検しているとマンネリ化し見逃

しが起きる可能性もあるので、担当箇所を変

えながら定期的に安全点検を実施していくよ

う指導してまいります。 

  また、教職員だけでなく、時には児童生徒も

一緒に行う安全点検や定期点検以外の不定期

な点検なども効果的と思われますので、実施

してまいりたいというふうに思います。 

  また、学校施設内には様々なものがあります

が、日頃から整理整頓に努めることで、これ

までなかった不審な機器が設置されても、そ

の変化に気づくことができます。日々の教育

活動において、常に整理整頓を心がけ、児童

生徒が気持ちよく学習できる環境づくりを進

めていくことも盗撮防止につながると考えま

す。 

  さらにまた、学校行事等の場合も注意しなけ

ればなりません。多くの方々が、子供たちが

活動している様子を撮影している状況だと思

います。しかし、その中で不審な行動を取る

人がいることも考えられます。保護者の方々

の協力もいただきながら、一緒に巡回するな

どの行動が盗撮の抑止力にもなるものと考え

ます。 

  教職員に対する服務規律や性犯罪防止のため

の研修につきましても、各学校で定期的に行

っているところですが、盗撮に関する内容も

含めて毎年確実に実施するよう、教育委員会

からも改めて働きかけを行ってまいりたいと

思います。 

  議員からは、盗撮防止マニュアルや発覚時の

フローチャートの整備についても御提案をい

ただきました。盗撮の未然防止に向けた点検
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や研修等の取組、発覚時の対応などをまとめ

たガイドラインを本市におきましても作成し

てまいりたいと思います。 

  また、こうした具体的施策や体制等につきま

しては、各学校の学校運営協議会にも報告す

るなどしてチェック体制も整えていくよう指

導してまいりたいと思います。 

○柏倉信一議長 月光議員。 

○月光裕晶議員 点検を行ってくださっていると

おっしゃっておりましたが、ぜひ、盗撮に特

化したような、そういった点検も、たまにで

いいので、いろんな点検の中にそういった盗

撮防止のチェック項目を入れるのではなくて、

そういったものを特化した点検などもぜひた

まにでいいのでやっていただいて、そしてや

はり教員が犯行、教員が盗撮をするというの

がある程度多いのかなと思いますので、教員

の方々を含めない、完全な第三者でのぜひチ

ェック体制といいますか、点検もお考えにな

っていただきたいと思います。 

  ぜひ、市内の子供たちが安全に学校に通える

ように、教育長には今後も御尽力のほどお願

いしたいと思います。 

  これで私の一般質問は以上であります。 

 

   散    会    午後１時５１分 

 

○柏倉信一議長 以上をもちまして、本日の日程

は終了いたしました。 

  本日はこれにて散会いたします。 

  御苦労さまでした。 

 


